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○午後１時００分開会 

○松永委員長 

 ただいまより、厚生委員会を開会いたします。 

 本日は、お手元に配付の審査・調査予定表のとおり、請願・陳情審査、報告事項、所管事務調査、行

政視察の報告書について、およびその他を予定しております。 

 なお、請願・陳情審査に際し、施設整備課長にご同席いただきますので、あらかじめご了承ください。 

 最後に、机上に配付しております、令和５年陳情第５０号の写しは、議長より参考送付を受けたもの

でございます。後ほどご確認ください。 

 それでは、本日も会議時間が長時間にならないよう、簡潔かつ効率的なご質疑、ご協力をよろしくお

願いいたします。 

 本日は１名の傍聴申請がございますので、ご案内いたします。 

                                              

２ 報告事項 

 ⑴ 「第４期品川区地域福祉計画（素案）」に係るパブリックコメントの実施について 

○松永委員長 

 それでは、予定表１、請願・陳情審査を議題とするところでございますが、会議の運営上、予定表１、

請願・陳情審査と予定表２、報告事項の順番を入れ替えまして、予定表２、報告事項を聴取いたします。 

 初めに、⑴「第４期品川区地域福祉計画（素案）」に係るパブリックコメントの実施についてを議題

に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○東野福祉計画課長 

 それでは、報告事項⑴「第４期品川区地域福祉計画（素案）」に係るパブリックコメントの実施につ

きまして、ご説明申し上げます。福祉計画課資料をご覧ください。 

 １の策定目的でございます。品川区地域福祉計画は、地域における高齢者・障害者・児童その他の福

祉に関して、共通して取り組むべき事項を一体的に定め、各個別計画では解決できない横断的な取組の

推進や、地域での連携による生活課題の解決を目的に策定するものでございます。 

 ２、基本理念は「だれかとどこかでつながる 安心を実感できるまち しながわ」といたしました。 

 ３、計画期間は、令和６年度から令和１１年度までの６年間でございます。第３期につきましては５

年間としておりましたが、今年度、障害者計画、介護保険事業計画等の改正がございまして、それらと

の整合性、次期改正時期と併せまして６年間といたしたところです。 

 ４、策定の経緯でございますが、経験者、福祉・医療関係団体、地域関係団体、区内企業、公募区民

により構成する、品川区地域福祉計画策定委員会を設けまして、これまで４回にわたって、内容につき

まして、審議を行ってまいったところです。 

 １つ飛んで、６の今後のスケジュールでございます。素案についてのパブリックコメントを本年２

月１日から２２日までの３週間実施いたします。広報しながわ２月１日号や区ホームページによる周知

のほか、記載の場所で閲覧を行います。素案に寄せられたご意見をまとめまして、３月に開催する第５

回の策定委員会で最終審議を行った後、再度本委員会へ報告いたします。計画の公表は５月を予定して

おります。 

 １つ前に戻りまして、５の地域福祉計画（素案）の概要でございます。資料の概要版のほうでご説明
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いたします。本編と併せてご覧いただければと思います。 

 おめくりいただきまして、１ページから、計画の位置づけです。本計画は、図のように福祉の推進の

方向性を示す総合的な計画といたします。 

 ２ページ、計画策定に当たりましては、事前に区民アンケートや専門職アンケートを行い、区の現状

をまとめております。本委員会のほうにも報告をさせていただきました。 

 ３ページ、地域福祉計画を推進する上で取り組むべき今後の重点課題である、地域との多様な関わり

方の促進、地域で困っている人へのアプローチ、地域の多様な主体の活動との協働の３つの課題に向け

て取り組んでまいります。 

 おめくりいただき、４ページです。前段でお話しした基本理念を実現するため、３つの基本方針を設

定いたしました。「一人ひとりの個性を認め、はぐくむ」「地域のつながりの中で、一人ひとりに寄り

添い続ける」「多様な主体とともに地域社会を創る」の３つでございます。 

 ５ページに参りまして、地域福祉を推進するため、地域の主体的な活動との協働を推進いたします。

また、複雑・複合化した課題解決に向けて、分野を横断した取組としまして、重層的支援体制整備事業

や孤独・孤立対策の推進を位置づけております。 

 おめくりいただき、６ページが施策の体系図でございます。各施策は取組の主体に応じて３つの柱に

整理をしております。 

 ７ページから９ページが、柱１の「区民の意識をはぐくむ取り組み」でございます。柱１では、施策

の方向性として、相互理解の促進、バリアフリーの促進に向けて取り組みます。 

 １０ページから１４ページが、柱２の「地域の活動や参加を促進する取り組み」でございます。柱２

では、施策の方向性として、社会参加の促進、地域活動の充実、地域づくりに向けた取組の充実に向け

て取り組んでまいります。 

 １５ページから１９ページが、柱３の「支援を必要とする人に適切な支援を届ける取り組み」でござ

います。柱３では、施策の方向性として、権利擁護と虐待防止の推進、包括的な相談支援体制の充実、

地域生活の継続に向けた支援の充実に向けて取り組んでまいります。 

 最後に、２０ページでございます。地域福祉計画につきましては、計画の周知とともに引き続き進行

管理に努めてまいります。 

○松永委員長 

 説明が終わりました。本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。 

○おぎの委員 

 今年もよろしくお願いいたします。私からは２点だけお伺いいたします。 

 こちら、いただいた資料の６９ページに、障害者手帳保有者の推移という表が出ているのですが、近

年、精神障害者の手帳を申請されている方が非常に増加しているのですが、こちらの精神障害者が増え

ている理由について、区のほうでは、情報や方策や展開といったものがもしあれば教えていただきたい

と思います。 

 続けてよろしいでしょうか。２点目が、品川区の福祉にも包括ケアができるということで、非常に期

待しております。こちらの表の２７ページから６１ページまで、各取組を担当する所管が出ていますの

で、所管が担当する取組数を、私、昨日数えてみたのですけれども、ほかに職務があったり内容が違う

ので一概には言えないと思いますが、福祉計画課、障害者支援課、高齢者地域支援課が多く担当してい

るようで、中心的に担う課の責務の負担が過剰にならないように、また、横に連携を取るやり方に変え
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てみたら、今まで表に出なかったニーズやボリュームが変わるかもしれませんので、そういった時に適

切な人員配置や見直し等のシステムが整っているのか、職員が疲弊しては意味がないので、そこだけ心

配しております。以上、２点です。 

○榎本品川区保健所荏原保健センター所長 

 私からは、精神障害者の保健福祉手帳の保有者数が増えている理由ということでしょうか。詳細な、

明確な理由というのは、はっきりしているわけではないのですけれども、社会情勢の変化でありますと

か、様々なことが起きている中で、お一人お一人が様々なストレスの中で、ご自分の心を上手にコント

ロールしていかなければ心の状態というのはやはり悪くなるような時代になってきていると思うのです

けれども、そういったところで、非常に負荷がかかったときになかなかうまく対応できない方が増えて

きているというようなことや、比較的病院などにも気軽に行くように以前よりはなってきていること、

そういったことも含めて増加してきているのではないかというふうに考えております。 

○東野福祉計画課長 

 ２点目の各所管での取組数に応じた人員配置等の見直しにつきまして、まず私のほうからお答えいた

します。こちらに載せている事業につきましては、それぞれの施策に合わせた、各所管別の取組の内容

について網羅して載せているものでございます。人員配置等につきましては、施策が多くなってくると

ともに、やはりそれに携わる人員の配置としては、所管としては必要だと思っておりますので、要求の

ほうはしていきたいというふうに考えております。 

○おぎの委員 

 精神障害の方が増えているという理由が、私も同じ感じで、社会情勢やストレスかなという部分なの

で、また、明確な情報等があれば考察等共有していきたいと思います。 

 あと、また、新しく今回、包括ケアということで、やはりやってみて、意外なところにニーズがあっ

たりとか、そういったものを柔軟に対応していっていただければと思います。非常に期待しております

ので、ぜひよろしくお願いします。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○ひがし委員 

 私からは１点、このパブリックコメントの実施というところですので、その点についての意見と質問

をさせていただきます。今回のものは第４期の品川区の地域福祉計画に関わるパブリックコメントだと

思うのですけれど、以前区民の方にパブリックコメントの件を伝えたときに、「何かこの間も書いたけ

ど、次は何」、といったところで、結構いろいろな計画についてのパブリックコメントを実施している

ということは分かっているけれど、何についての計画なのかが、少し分からないという意見をいただい

たのです。 

 確かにいろいろな計画が立っていて、その時期が重なってくると、どういうものなのだろうというと

ころで難しいのかなと思うので、ぜひそのいろいろな計画があると思うのですけれど、その計画が何に

ついての意見を求めているのかとか、その計画はどういうことをやっているのだというところを簡単に

でもいいので、ぜひ区民の方に説明していただけると、パブリックコメントの内容というところも、

もっと意見が、有意義なものが拾えるのではないかなと思うのですけれど、そういう説明会の実施だっ

たりとか、前回も言わせていただいたのですが、その場所ではないといけなかったりして、なかなか読

み込めないというご意見もあったりしたのですが、そこについての対応を今後、どのように検討してい



－4－ 

るのか、もしあれば教えていただきたいと思います。 

○東野福祉計画課長 

 パブリックコメントの実施に当たりまして、現在のところ説明会については実施の予定はございませ

ん。何についてパブリックコメントをいただきたいかという点につきましては、広報、それから区の

ホームページなどで分かりやすく、この点についてご意見をいただきたいというような形で、区民の皆

様へＰＲをきちんとしていきたいというふうに考えております。 

○ひがし委員 

 ぜひ、区のところと、説明会というのはご意見として結構何名かから聞くところであるので、ぜひ検

討というところは進めていただければなと思います。要望で。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○鈴木委員 

 今の説明会ですけれど、私も毎回求めていますが、説明会をぜひやっていただきたいということで、

これは本当に検討していただきたいなと思っています。今回も障害者の計画から介護保険の計画から地

域福祉計画ということで、大きな計画が３年に一遍、６年に一遍という計画なので、この計画をぜひそ

の区民に知っていただくということは本当に大事なことだと思うのです。それなので、この冊子だけだ

と、本当に私たちが読んでもよく分からない部分がすごくいっぱい出てくるのです。私たちはまだ、こ

ういうふうな形で質疑できる場があるので、そこの中で一定理解できる部分というのはありますけれど

も、区民の皆さんはこれだけでパブリックコメント出さなくてはいけないとなると、本当に分からない

と思いますので、ぜひ説明会は何とか、その大きな計画、他の区はやっていると思うのです。地域福祉

計画で、他の区がやっているかどうかもちょっと分かったら教えていただきたいのですけれど、介護保

険などもほかの区、説明会を毎回やっているのです。それなので、ぜひ品川区としても、この区民の意

見を聞いて、そして反映させるという姿勢をぜひ持っていただくためにも説明会はやっていただきたい

と、私からもお願いしたいと思うのですけれど、他区の状況も含めてお聞かせいただけたらと思います。 

○東野福祉計画課長 

 まず、他区の状況でございますが、他区の考え方にもよりまして、私が聞いているところですと、例

えば世田谷区などにつきましては説明会などを行っているというふうに聞いております。パブリックコ

メント全体の品川区の状況としては、説明会をほぼやっていないというような状況でございまして、こ

れらを今後どうしていくかについては、十分検討する余地はあるかなと思っております。今回につきま

しては、特に説明会はする予定はございません。 

○鈴木委員 

 森澤区長も、情報公開と区民参加というのはうたわれていると思いますので、ぜひそういう点からも、

説明会をやっていただきたいと思います。 

 それで、今回、この検討委員会が４回行われて、これが全部ホームページのほうに、資料からそれか

ら議事録まで載せてありましたので、これも見せていただいたのですけれど、アンケートの結果という

のは前にご報告いただいたこともあったと思うのですが、このアンケートの中でも、ここに関わる施設

の状況と、施設を「知っている」「名前は聞いたことがある」「知らない」とかというアンケートも取

られていて、在宅介護支援センター、それから支え愛・ほっとステーション、それから地域拠点相談支

援センター、これ障害分野のですけれど、それから子ども家庭支援センター、暮らし・しごと応援セン
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ターということで、このアンケートが「知っている」「名前は聞いたことがある」「知らない」という

ことで取られているのですけれど、このところで、本当に知っている方の割合というのがすごく少ない

なと思ったのですが、例えば、暮らし・しごと応援センターとかは多いところで１２％、少ない年代に

よって４％とかいう形で、本来であれば暮らし・しごと応援センターとかは、この２０代とか３０代の

方とかは知っていただきたいものだなと私は思っているのですけれど、それでも４％しか知らないとい

う、知っている人がいないという、あと、子ども家庭支援センターとかも本当に１０％前後だったし、

在宅介護支援センターについても本当にまだまだ知られていない部分が多いのです。 

 それなので、困ったときにこういう相談のところがあるよというそのものが、まだまだ区民に知られ

ていないというところからすると、こういう点からも、その説明会を開いて、「こういうふうなところ

がありますので困ったときにはぜひ相談においでください」という区民への周知、啓発、そういう場に

もなるのではないかなと私は思うのです。そういったことからもぜひご検討いただけたらと思うのです

けれど、この、区民に知られていないという状況に対しては、区としてどう考えられているかも含めて

伺えたらと思います。 

○東野福祉計画課長 

 高齢者施設、それから支え愛・ほっとステーション、それから子ども家庭支援センターなど、福祉施

設が知られていないという状況につきましては、このアンケートに出ているような状況だということは

区として受け止めているところでございます。 

 分析としましては、やはり福祉のところに直接自分が関係しているかどうか、そういうところも関わ

りがあるのではないかというふうに考えているところです。周知につきましては、各所管におきまして、

様々な手段をもちまして、ホームページや、また、それぞれの事業の周知ということでＳＮＳを使った

りですとか、そういったことで周知には努めているところですが、今後も周知については、各所管共々、

これまで以上に努めていく必要があると思っております。 

 これらを説明会につなげていくという部分におきましては、どういう機会をもってという部分になる

かなというふうには思いますけれども、区としてどういった形で区民の方へもっと周知をしていくかと

いう部分については、所管としまして考えていきたいと思っております。 

○鈴木委員 

 ぜひ、本当に困ったときにどこへ相談に行けばいいかというものがあらかじめ頭に入っていれば、迷

わずにそこに行けると思うのですけれど、困ったときに、「さてどうしたらいいのだろう」というとこ

ろから始まるとなると、すぐに支援に結びつかないということにもなっていきますので、こういうとこ

ろからも、こういう相談の周知というのは、特別力を入れていただきたいのと、こういう観点からもぜ

ひ説明会をしていただきたいということで、改めて要望させていただきたいと思います。 

 それと、今の概要の最後のページ、２０ページのところで、計画の進行管理というところで、この地

域福祉計画についても、ＰＤＣＡサイクルマネジメントに沿ってということで、地域福祉計画推進委員

会というのがつくられて、進捗状況の把握、評価を行いますということで書かれているのですけれど、

これは今までも、第３期までもこういう推進委員会というのはあったのか、その点を伺いたいのと、そ

れであれば、毎年毎年今までもこういう形で、この福祉計画が実際にどこまで実施されていて、課題が

どうなのか、そういう評価とか課題とかということは、毎年、推進委員会の中で行われてきたのか、

第３期についての総括というか評価と課題というのは、どこでどういうふうにまとめられたのかという

ところについてもお聞かせいただけたらと思います。 
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○東野福祉計画課長 

 まず、委員のほうから先ほどお話がありました、困ったときにどこに相談すればいいのかという部分

につきましては、現在取り組んでいる重層的支援の体制の強化の中で、一つの窓口に相談に行けば、次、

いろいろな課題を踏まえて、次の相談窓口に結びつける、そういったようなところでの取組を今後強化

していきたいというふうに考えているところでございます。 

 それから、ＰＤＣＡサイクルにある推進委員会につきましては、これまで第３期までも、推進委員会

のほうを年１回開催してきておりました。この中で、各所管における取組につきまして、課題、それか

らやってきたことに対する評価などを整理したものを推進委員会のほうにかけまして、それらについて、

次期への課題についての抽出を行って、それをこの地域福祉計画のところにも反映させてきている状況

でございます。 

 課題等につきましては、こちらの地域福祉計画のところの、例えば１０ページ以降、前期計画の成

果・実績と課題というところにそれぞれ、各施策についての取組状況それから課題についてまとめてい

るところでございます。様々な計画全てを載せているものではございません。主立ったものにつきまし

て整理した形で、こちらのほうに掲載をしているものでございます。 

○鈴木委員 

 例えば、障害者は障害者で自立支援協議会があって、ＰＤＣＡサイクルではそういう、１年間の実績

をまとめたものをこの委員会にも報告していただいているのですよね。それで、介護保険は介護保険で、

運営状況という形で１年間のまとめをここで報告していただいているのですけれど、この地域福祉計画

もそういうことで、毎年毎年ＰＤＣＡでまとめられて、評価と課題ということが明確にされているとい

うことであれば、ぜひ１年ごとの評価の課題というところで、ここの厚生委員会にご報告いただけたら、

また、私たちがこの地域福祉計画についての認識も高まるというか、そういうところで議論できる場に

もなりますので、そういうことでされているのでしたら、ご報告いただきたいなと思いますが、その点

伺いたいと思います。 

 それから、今回、重層的支援体制整備をテーマとして行政視察を行ってまいりましたけれど、そこの

ところで、この計画の中の５３ページに、これからの包括的な相談支援体制の充実というところで出て

くると思うのですが、概要版では５ページのところに、２０２２年度から移行準備事業を開始してい

て、２０２５年度からの重層的支援体制整備事業の本格実施をしていくということで書かれているので

すけれど、改めて、今の段階でこの移行準備事業というのはどんな形でされているのか、具体的な中身

も教えていただけたらと思います。 

○東野福祉計画課長 

 まず、実施計画の推進委員会での内容につきましては、必要な部分につきましてきちんと精査した上

で、本委員会への報告につきましては検討させていただきたいと思います。 

 それから、重層的支援体制整備事業でございますが、詳しくは本編の２１ページから２２ページのと

ころに記載がございます。現在の取組としましては、包括的相談支援の事業、相談支援ですとか多機関

協働、それから、アウトリーチの継続的支援、そういったものにつきまして、庁内での検討、また、多

機関ではどう連携をしていくかという部分について、検討している段階でございます。令和６年度、来

年度の検討期間を経まして、令和７年度本格実施に向けて、現在取り組んでいるところでございます。

地域づくりなどにつきましても、現在、見える化できるようなシステムの構築ですとか、そういったも

のも含めて検討してございます。また、庁内におきましては、職員の研修を行いまして、先ほどお話し
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しましたような、一つのところで相談を受けたものが横に連携が取れるような、そういった仕組みづく

りにつきましても、研修などを通して職員への浸透を図っていきたいという、今そういう段階でござい

ます。 

○鈴木委員 

 具体的に、重層的支援体制というところで、例えば複合的な問題がある方の場合は、いろいろな部署

が関わってケースカンファレンスをやって、具体化していくというのは、されていると伺ったのですけ

れど、そこら辺のところは、実際にどういう関係部署が集まって検討するという形でされているのか、

そこら辺も具体的に今がどんな状況になっているのか、それはもしされているとしたら、どれぐらいの

事例がされているのか、その事例をまた、教訓化していくというのも大事なのではないかなと思うので

すけれど、そういうのがどういうふうになっているのか、また、この私たち厚生委員会で視察した自治

体では、定期的に検討会をやることによって、いろいろなところから事例が上がってきて、事例検討が

進むというような意見が委員の中からもすごく出されたのですけれど、そういう点では、今はどうなっ

ていて今後どういう方向でやろうとしているのか、そしてまた、その重層的支援体制の核となるところ

はどういう部署なのか、その点についても伺いたいと思います。 

○東野福祉計画課長 

 現在、重層的支援体制整備事業の中で、委員がおっしゃられたような様々なケース、複合課題を抱え

るようなケースについて、月１回報告をいただいて、私ども福祉の部署、それから子ども関係の部署、

それから保健センター等の部署で関係あるところとしまして、例えば、支え愛・ほっとステーションが

ある社会福祉協議会ですとか、そういったところも集まった上で、ケースの関係者会議ということで、

今後どう、それに対して対処していくかというようなものを開いて、いわゆるケースカンファレンスを

しているというような状況でございます。 

 こちらの厚生委員会のほうでも、所管事務調査の中で、その辺については一度ご説明させていただい

ておりまして、そういうときにお話、ご要望いただいたのが、定期的に集まったほうがいいのではない

かというようなところ、それから固定したほうがいいのではないかというようなところのご要望もいた

だいております。これにつきましては、月１ということで現在行っているところでございます。それか

ら、メンバーについても一定程度固定した上で、必要な部署につきましてはさらに追加をして、という

ような形で、現在、ケース会議を開いているところでございます。今後はもっと専門的なところの相談

ということも必要になるかなと思っておりますので、多機関連携の中でどういったところが必要かとい

う部分については、十分考えていきたいというふうに思っているところです。 

○鈴木委員 

 そうしますと、それはまだ準備段階というところなので、まだ本格実施ということではなく

て、２０２５年から本格実施になるということで考えていいのでしょうかということと、あと、私たち

も相談を受けるところで、本当にすごく複合的な問題が絡んでいるなと、保健所にも関わってもらいた

いし、高齢も関わってもらいたいし、医療も関わってもらいたいし、病気を抱え、ひきこもりを抱え、

精神を抱え、それで経済的な問題を抱え、という複合的な問題を抱えている方はすごくたくさんいらっ

しゃると思うのですけれど、そういうところが、例えば暮らし・しごと応援センターに相談に行ったり

とか、保健所に行ったりとか、生活福祉課に行ったりとかと、いろいろなところに相談に行くことがあ

ると思うのですが、そこの部署から、これは本当に重層的に支援しないとなかなか解決につながらない

ということで、ここにつなげるというところが一相談員のところから上がるという仕組みで、この重層
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的支援体制というのが組まれることになっていってほしいなと思っているのですけれど、そういうとこ

ろで考えられているのか、それをお願いしたいと思っているので、その点についても伺いたいと思いま

す。 

 それからあと、ここでいろいろと専門職の方に対してアンケートを今回していただきました。それは

専門職の大変な現場の実態というのが率直にいろいろと上がっていて、これを反映させて計画をつくる

というのはすごい大事なことだなと思ったのですけれど、そういうところで、この重層的支援体制整備

事業のところにも関わるかなと思うのですが、何でもかんでもケアマネージャーのところに来て大変だ

という声だったりとか、それからあとは、仕事量が多岐に渡ってすごく大変だとか、そういう実態がこ

こにかなり出てきたなと私は思ったのですけれど、そういうところで、いつも申し上げていて、また、

改めてお願いしたいなと思ったのが、やはり在宅介護支援センターのところが、ケアマネージャーだけ

だと本当に負担が大きいと思うのです。そういうところで、ケアマネージャーも本当に一生懸命やって

いただいていると思うのですけれど、そこのところをやはり、保健師、社会福祉士も配置した地域包括

支援にしていくということを、今回のこの地域福祉計画の中でも、ぜひその重層的支援体制をつくると

いう意味からも、やはり地域包括支援にしていっていただきたいなと思っているのですけれど、その地

域包括支援というのは、今回のこの計画をつくるに当たっては検討課題にはなっていないのか、その点

はどうなのか、その点についても伺いたいと思います。 

○東野福祉計画課長 

 まず、重層的支援体制整備でございますが、委員がおっしゃるような、一つの窓口で受けたもの、複

合的な課題を吸い上げたものを展開していく、それを吸い上げて検討していく、そういった体制を今後、

組織的な形で行っていきたい、それに向けての準備をしているところでございます。具体的な上がって

きたケースにつきましては、当然解決を求められているものでございますので、それに対して答えを

持って、今取り組んでいっているところでございます。 

 また、専門職アンケートにありました、ケアマネージャーの大変さという部分につきましても、十分

捉えた上で、その重層的支援体制のところにどう取り組んでいけるかという部分を今検討しているとこ

ろでございます。地域包括支援につきましては、これまでも説明してまいりましたが、品川区としては、

直営型、品川区の高齢者福祉課のところに統括をといった形で、在宅介護支援センターそれから支え

愛・ほっとステーションなどとの連携の上で、地域の困りごとについて解決を図っている、そういった

体制を取ってございます。 

 支え愛・ほっとステーションにつきましては、策定委員会の中でも様々なご意見をいただきました。

区としては、これまで経験してきた内容を踏まえまして、今後どう取り組んでいくかという部分を地域

福祉計画としてまとめているものでございます。大きくは第３期とは変わっていない状況でございます

が、先ほどお話ししました、地域包括支援に向けての課題を区として十分捉えた上で、地域福祉計画と

して取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。 

○松永委員長 

 鈴木委員、一旦まとめていただけますか。 

○鈴木委員 

 分かりました。 

 やはりここ、このアンケートにも書かれていたのですけれど、やはり在宅介護支援センターの業務範

囲というのが多いと、地域包括支援ではサブセンターという位置づけなので、当然多いと思うのです。
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そこで、居宅介護認定３５件をこなして、調査認定、地域ケア会議の運営、認知症サポーター等への事

業をこなすには業務量が多いと。この委託金も増やして、ケアプラン担当ケースを減らして、地域包括

支援センターに当たるというのはどうかということでも、そういうご意見もあって、私は全く本当にそ

のとおりなのではないかなというふうに思うのです。 

 支え愛・ほっとステーションはまた、別なところにありますし、それはもちろん連携取っていくとい

うことはあると思うのですけれど、やはりこの地域包括支援センターというのは、一つの重層的支援体

制の中の本当に大きな役割を持つことになっていくのではないかなと私は思うのですが、そういう点で

も、地域包括支援センターには保健師もいないし社会福祉士もいないので、やはり３職種の専門職が一

緒に検討するというふうなことが、お互いに質的にも高め合っていくということにもつながっていくと

私は思うので、本当にとにかく保健師がいないのです。後でまた、コロナの対策も出てきますけれど、

保健所や保健センターの保健師も２３区で下から２番目という状況であるにもかかわらず、在宅支援セ

ンターに保健師がいないので、地域に地域包括支援センターがなくて、保健師がいないので、そういう

ふうなところでは、やはりしっかりとその医療の専門というか、そこのところを３職種で検討できる、

チームで対応できるというところでは、改めて地域包括支援センターを地域でつくるということで、区

としても検討いただきたいということを強く要望して、取りあえず一旦終わります。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○こんの委員 

 この素案の中の、３４ページです。地域活動や参加を促進する取り組みということで、具体的に出て

いるわけなのですけれども、この中で、確認というかお考えをお聞きしたいのは、この３４ページの下

のほうに計画期間中の目標ということで、例えば２つ目の矢印「身近な地域におけるゆるやかな見守り

活動を支援します。」とあるのですけれども、これはこれまでも、見守りの体制というのはつくられて

きた。また、ここに、文言に書かれているこの考え方や、文言の言わんとしていることはそうだろうと。

課題としても網羅されているだろうというふうには思うのですが、これを具体的に進めるといったとこ

ろを確認させていただきたいのです。 

 例えば、この中で、４０ページの見守り活動の充実といったところで、具体的な取組で、高齢者等地

域見守りネットワーク事業の充実とあります。また、４２ページ、５）の日常生活支援の充実というと

ころで、具体的な取組①、制度の対象とならない人への対応といったところで、いわゆる担い手の確保。

これはずっと課題であったかなと。確保がなかなかできない。ファミリー・サポートあるいはさわやか

サービスなどもあったかと思うのですけれども、この辺はどういうふうに、いわゆる具体的な担い手の

確保、これまでもなかなか確保が難しいのですと言っている。この事業もやりますとうたっているわけ

なのですけれども、この辺はどういうふうに具体的にされようと、今お考えなのでしょうか。 

 この辺のところは非常に大事な事業であると思うのです。予防的にも、いわゆるこれから孤立・孤独

対策というところも、非常に関わっていく人、寄り添っていく人という、この人が非常に大事だなと思

うのですが、この辺は、今ある事業のいわゆる担い手確保とともに、そのほかでも、この担い手という

か寄り添っていく人、築いていく人、こういう人をどう確保していくかというところの考え方を確認さ

せてください。 

○東野福祉計画課長 

 担い手確保の部分、１点目としては、高齢者の見守りの部分につきましては、区内の町会・自治会の
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ほか、地域の民間企業との協定によりまして、そういった方々の確保に努めているところでございます。

現在２４企業、参加いただいておりますので、そういった皆さんと、実は今年度中に皆さんが顔合わせ

をして、ふだんどういった活動しているかというようなものも行っていく予定で今、計画をしていると

ころでございます。 

 それから、社会福祉協議会のほうで行っている、さわやかサービスですとかファミリー・サポート、

また、子ども家庭支援センターのファミリー・サポートといったところの取組につきましては、それぞ

れの部署で担い手の確保に努めているところでございます。ボランティアなども含めまして、そういっ

た方を継続していけるように、それぞれの部署で工夫した形での取組を行っているところでございます。 

 なかなか担い手がいないという実態は、前期の計画のところから変わっていないというふうに聞いて

いるところでございますが、そういった方の確保に向けた取組を、具体的なという部分では、今申し上

げる部分というのは言えない部分ございますが、それぞれ所管のところでＰＲなどを行いまして、確保

に努めているというようなことで聞いているところでございます。 

○こんの委員 

 民間企業が２４、こうした町会・自治会の方々とも顔合わせをして協議を行うという、そういう仕組

みはあるのは大事なのですが、その先実効性のあるものにしていくために、町会・自治会のほうでも、

やはり見守りの体制はそれぞれ工夫してやっていらっしゃると思うのですけれども、何かリスクを抱え

ていそうだ、はたから見ていると心配な人が近くにいる、こういった情報があるのだけれど、人とのつ

ながりが、地域とのつながりがない。だけど、向こう３軒両隣は何となく挨拶を交わす。挨拶は交わす

程度だけれども、顔は知っているという、こうした人間関係のところまで広げていかないとなかなか救

えないのではないかなと。 

 このアンケートの中にも、いわゆる、どの程度の人間関係ですかという設問がありました。挨拶程度

という人がほとんどのところ、ここのところまでやはり、人のこの気づきと、その気づいた方が行政に

つながるツールとして、そこまでもやはり広げていかないと、なかなかこういう孤独・孤立という、ま

た、複合的な課題を抱えていらっしゃる方の問題解決、まずはそこにつながらないと、という、その担

い手は、そういったところまで広げる必要が今後あるのではないかなというふうに私は考えるところな

のですけれども、いかがでしょうか。 

○東野福祉計画課長 

 町会・自治会のみならず、例えば民生委員も様々な活動を行っております。それから、先ほどの支え

愛・ほっとステーション、委託している事業の中でも、地域での集まり、例えば「よりみち」という集

まるような場所があるのですけれども、そういったところで顔を知ってもらうような、そういった活動

を地道に行ってきているところでございます。その辺を、町会・自治会、民生委員、支え愛・ほっとス

テーション、そういったところが皆さん連携をした形で、今後、地域へ広げていければ、少しでも顔見

知った活動というのができるかなと思っております。 

 地域活動への参加状況というアンケートの中で、実は孤独・孤立を感じている若者がたくさんいると

いうことが分かっております。その方々は、実は自分の地域での町会活動などにも興味を持っているよ

うなアンケートの結果も分析として出ているところですので、どういった形でつなげられるかというも

のを今後考えていければというふうに思っております。 

○こんの委員 

 非常に、人とのつながりをどうつくるかという、仕組みをつくったらそれができるかと、そうではな
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いと思うのです。だけど、やはり仕組みというのは必要だと思うのですけれども。明らかに問題を抱え

ているな、例えば、精神障害がある方が近くにいて、ご近所で大声をいつも出しているとか、あるいは、

ご近所からの苦情が多い方だとか、そうした方がなかなかつながっていない。賃貸などに住んでいらっ

しゃる場合は、大家さんにそういう話が入って、大家さんが区にご相談をして、という流れができるの

ですけれども、そうではないところで、大家さんも知らないというような、あるいは賃貸ではなくて持

家の場合でも、そういった方々が、ちょっと心配だなと思っても手が出せない状態だというようなこと

もある中で、この顔の見える関係、誰にどこにつなげてもらうかと、ご挨拶をしている、そうした関係

というのは非常に大事なつながりの第一歩でもあるかなと思ったので、先ほどのようなことを申し上げ

たわけなのですけれども、そうしたことも思うと、昔は向こう３軒両隣というぐらいの人間関係ができ

ていた時代がありましたけれど、今は希薄になっていて、なかなかそういうのがないと。少しそういっ

た観点のところに地域のつながりを戻すような何か仕組みというか、そうしたところまでの考えを及ぼ

していくということが必要かなというふうに思うところです。 

 再度何かあれば、追加でお答えはいただきたいと思いますが、なければ、そういったことを私は考え

ていますという意見を申し上げるところです。ですので、この福祉計画の中での、その人とのつながり

がより濃く、個人情報というところもあるので、あまり深入りされたくないという人もいる中なので、

その辺のさじ加減は非常に難しいところなのですが、明らかにリスクを抱えていそうだ、この先このま

まにしておくと大変だというようなところが見えたときに、気づいた人がやはりその人をつなげてあげ

られるというような、この仕組みづくりというのは、今後具体に、この今ある、ここに載っている事業

の他でもやはり広げていくぐらいの考え方で進めていただきたいなというところです。 

 次の質問なのですが、こうした取組を周知していくといったところで、ホームページ等で公表してい

くということなのですが、いろいろな多くの人に周知するためにはこうした手法が必要だと思うのです

けれど、ホームページのつくり方というか、広報広聴課もこれ関わるのでしょうか、中身はもう所管が

全部つくって、こういうのを掲載してくださいというふうにつくるのでしょうか。文言が行政用語で分

かりづらかったり、あるいは、事例を引いて、こういうことはこういうことなのですよというＦＡＱみ

たいな形での、いろいろなよくある質問みたいなところでも、割と事例のあれが細かくそこら辺も、こ

れは少数意見だからこれはいいだろう、多数意見だけしか載らなかったりするという。見る人はやは

り、１つでもその質問があれば、ほかにもいらっしゃるというそんな観点で、そうしたものも挙げて、

より具体にそのことが分かるような、この場合にはこうしたつなぎと連絡先とがあるのですよという、

この計画がより区民の皆さんにもご協力いただけるような、そうした発信をぜひしていただきたい。特

に若い人の孤立・孤独は、区役所にお電話するというよりはこういうもので、ＳＮＳでやはり検索をし

ていく若い人たちのためにも、そうしたことの充実もお願いしたいなと思うのですけれど、まずつくり

方とかその辺についても、もしご説明いただけましたらお願いしたいと思います。 

○東野福祉計画課長 

 まず、ご質問の前の、地域とのつながりの部分についてなのですが、こちらの地域福祉計画の策定委

員会を進める中で、委員長のほうから、小さい地域でのプラットフォームづくりを行政の施策として進

めていったらどうかみたいなお話がありました。区としては、そういったところも含めて検討を進めて

まいりたい。様々な場づくりというのをこれまでも区としては進めてきたところでございますが、地域

がどう関わっていくかという部分を改めて、これからも検討していきたいと思っております。 

 それから、ホームページのつくり方ですが、所管のほうがつくったものを上げていくというような形
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が一般的なものでございます。委員から今お話がありました、ＦＡＱ、よくある質問みたいなところと

いいますと、例えば出来上がったものに対して、こういったキーワードで聞かれた場合にこう答えるみ

たいなものは、他のホームページのところでも見たことがございますが、これが地域福祉計画に当ては

まるかどうかにつきましては、それぞれ地域福祉計画を上位計画とした個別計画がございますので、そ

れらとの整合性も含めた形で考えていかなくてはいけないかなと。リンクを貼ったり、そういったとこ

ろも含めて考えていく必要があると思います。 

○こんの委員 

 小地域ネットワーク化の記述を読みました。こうしたことで、今進めてくださっているという考えも

伺いましたので、より実効性のあるというか、具体性のある、そうしたものに進めていただければと思

います。 

 ホームページのほうは、個別計画というのも確かにあるので、それは個別の状況、情報になってしま

うので、なかなかそこは難しいと思うのですけれども、いわゆる福祉計画の中に書かれている、その課

題として捉えていることが、どういうふうに区として具体的に取り組んでいくのですよというところま

でをぜひ載せていただきたいなといったところです。 

 この福祉計画の中に、対象となる人は意識を持って見られると思うのですが、そうではない方にも意

識づけというか、ご協力をいただくためにも、こうした計画をより周知、知っていただきたいというの

が一つの狙いだと思いますので、そうしたことの発信の工夫をお願いしたいといったところです。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○筒井委員 

 まず、２点ほど確認させていただきたいのですけれど、この第４期品川区地域福祉計画策定委員会が、

今４回まで開催されたと思うのですけれど、品川区のホームページで３回までしか載っていないのです

が、いつ頃この第４回の結果が公表されるのかということと、あと、パブリックコメントの実施につい

てなのですけれど、障害者団体の方からパブリックコメントの期間がいつも短いというふうに言われま

して、今、区の要項では最大３０日以内まで延ばせると思うのですけれど、今回２０日間ぐらいになっ

たのはどういった理由なのか。私としては、６年間かける計画なので、もう少し延ばしたほうがよかっ

たのかなと思うのですけれども、今回、この期間に設定した理由をお聞かせください。 

○東野福祉計画課長 

 策定委員会の議事録、まだ３回までしか掲載されていないというところでございます。こちらに当た

りましては、議事内容の確認を各委員のほうに諮っているところでございまして、それができ次第、掲

載するような形となります。もう少々お待ちいただければと思います。 

 それから、パブリックコメント期間が短いということでございます。計画につきましては、他の計画

等とも合わせまして、パブリックコメント期間が可能な３週間としているところでございます。特に短

くしている、意図的に短くしているということではなく、掲載を３週間として、その後の取りまとめの

時期につきましても、十分な期間を取っていきたいというふうに思っているところでございます。 

○筒井委員 

 分かりました。第４回の公表も非常に貴重な資料になるかと思いますので、お早めの公表をお願いし

ます。あと、パブリックコメントも３週間ということなのですけれども、そのパブリックコメントやっ

ているということを、今回広報しながわとホームページで周知するということなのですけれども、積極
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的に周知していただいて、様々な区民のご意見を知っていただきたいと考えております。 

 あと、この地域福祉計画概要版の２０ページによりますと、地域福祉計画推進委員会で、毎年度、進

捗状況の把握および評価を行いますということですけれど、これは、この把握、評価の結果というのは

品川区のホームページなどで公表されるのかということの確認と、また、これをしたとして、区民から

いろいろなご意見をいただく機会というのはあるのかということをお聞きします。 

○東野福祉計画課長 

 推進委員会でございますが、これまでは具体的な内容についての公表は行ってきていないというふう

に聞いております。区民からそれに対してのご意見を伺うような形ではなく、あくまでも推進委員会と

しまして区の状況を把握して、それを次年度につなげていくための委員会というふうな位置づけでござ

います。 

○筒井委員 

 いろいろ、他の委員会もその担い手不足とかいろいろな課題が、この計画を立てて、それに基づくそ

の事業がいろいろ行われると思うのですけれども、その中でいろいろな課題などが出てくると思います

ので、そのときにこうした地域福祉計画推進委員会の進捗状況の把握および評価というのを、やはり区

民の皆様に公表して、その課題解決のヒントというのも、区民からいろいろいただける機会があるのか

なと思いますので、ぜひそうした、この進捗状況を区民に公表して、そしてそれに対して区民の意見を

吸い上げて、区民とともに地域福祉というのをつくっていくという姿勢がいいのかなと考えているので

すけれど、その点いかがお考えでしょうか。 

○東野福祉計画課長 

 繰り返しになりますが、こちら推進委員会につきましては、あくまでもＰＤＣＡサイクルとして、現

在どういう進捗状況かというものを把握するために開くものでございます。ただ、推進委員会自体は公

開をしているものでございますので、こちらについて傍聴などもできるような仕組みを取っているとこ

ろでございます。こちらのまとめにつきましては、次期計画にどう反映させられるかという部分を含め

て、毎年委員との意見交換を行っているものでございます。 

○筒井委員 

 分かりました。ぜひとも、いろいろな、適宜、課長、部長、いろいろな各種団体とか区民の方からの

ご意見を伺っていると思いますけれども、ぜひ、積極的にご意見を取り入れていただいて、地域福祉の

状況をしっかりと諮っていただきたいと思います。これは要望で終わります。よろしくお願いします。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○やなぎさわ委員 

 私からは素案の６８ページなのですけれども、要介護者定数推移なのですけれども、これは区として

の受け止めをお伺いしたいのですけれども、認定者数は５年前の２０１８年と比べてほぼ横ばいという

中で、要支援の方が増えていると。要介護者数が大体５５０人ぐらい増えていると。これについて、ど

ういった理由といいますか、区として分析というか受け止めがあれば、お答えいただければと思います。 

○菅野高齢者福祉課長 

 私のほうからは、６８ページの要介護認定者数の推移についてのご説明をさせていただきます。まず、

前提としまして、コロナになって、国のほうで介護認定の特例措置というのがございました。それは例

えば、病院等でコロナが蔓延しているので調査に行けないとか、そういった場合には、調査をしないで
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自動更新ができるという形で、令和２年から区の部分もそれを適用させておりまして、今年度末でその

特例措置が解除されてしまいますので、来年度また、状況が変わってくるのかなと思います。そういっ

た事情もあるので、令和２年、令和３年、令和４年については、全体的に、新規の方ももちろんいらっ

しゃるのですけれども、介護認定の傾向としては自動更新の方が多くて、動きがなかったりとかすると

いう実態がありますので、その部分をまず、一つ要素としてあるということ、あとは、要支援などが多

いという部分につきましては、区のほうでは認定の調査、申請がありましたら調査をして、主治医の意

見書と併せて一次判定をした結果、審査会のほうに諮りまして、適正な審査の下、認定の結果を判断さ

せていただいておりますので、その結果が数字として表れているというふうに認識しております。 

○やなぎさわ委員 

 そのコロナの特例は２０２０年から始まったということだと思うのですけれど、その中でも結構変動

があると思うのです。要支援２の方が結構増えていたり、逆に要介護１の方が減っていたり、ここら辺

の数字の変化については、何か受け止めがあればお願いしたいのですけれども。 

○菅野高齢者福祉課長 

 コロナ中なので何とも言えない部分がございますが、要支援の方が増えているというのは、区の介護

予防事業のほうがいろいろと成果が出てきたのかなという解釈もあるのかなというところと、あとはや

はり、そのときそのときの調査と主治医の意見書の結果がこの数字で表れているので、それとしか言え

ない、適正に審査した結果ですというふうにしか申し上げられません。 

 ただ、本当に自動更新の部分が、特例措置が終わってしまいますので、恐らく来年度以降、大分変

わってくるのかなと思います。個別に、例えば、病気で一回救急搬送されて、そのときには要介護４

だった方が、自動更新でずっとやっていて、実際はもう今、要支援２ぐらいに回復しているのかなとい

う方とか、反対もあると思うのですけれども、実際に重いけれども自動更新だったので、というところ

で、そういった意味では本来の適正な認定になるというのは、来年度、再来年といろいろかけて、だん

だん精緻になっていくのかなと捉えております。 

○やなぎさわ委員 

 確かにおっしゃられるように、私の勤めているデイサービスでも、要介護３だけれど、大分元気にな

られていて、本当だったら、ご本人の自己負担考えれば、自動延長ではなくてきちんと認定受ければ

もっとサービス安くなりますよ、うちでの自己負担安くなりますよと言うのですが「いや、いいのいい

の」などと言って継続している人も確かにいらっしゃいます。 

 お話あった、予防の、品川区の取組の成果もあるのではないかというようなことで、それが一番、そ

うなっているのが一番いいことだなというふうに当然私も思っておりまして、つまり、次の２０２３年

の調査で、自動延長がなくなった状態での、ある意味、よりリアルな数字というのが上がってくるとい

うような解釈でよろしいでしょうか。確認です。 

○菅野高齢者福祉課長 

 今年度が２０２３年度なので、自動延長がなくなるのが来年度、２０２４年度ということになるので、

その結果が自動延長なく、調査を全てするということになりますので、大分変わってくるのかなという

ふうに捉えております。 

○やなぎさわ委員 

 かしこまりました。ちなみに、今後の区としての予測というか、この介護者、認定者数もそうですし、

要支援、要介護の割合とかというのは、どのような推移をたどるというような予測をされているのか、
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もし数字があれば教えてください。 

○菅野高齢者福祉課長 

 介護保険事業計画のほうでもそういった予測については、予測なので何とも言えないところはあるの

ですが、人口の傾向としまして、２０２５年には団塊の世代の方が全て７５歳以上になる。その先

の１０年後にはその方たちが８５歳以上になるというところで、その方たちの部分が８５歳以上にな

る２０４０年ぐらいに向けて、介護保険事業計画というのは、国も大体進めている次第なのですけれど

も、やはり介護認定の傾向として、８５歳以上の方が、認定率かなり上がってくるというところもござ

いますので、区としては、認定率は上がっていく、そして、より重い方が増えていく傾向になるのでは

ないかというのは予想しているところです。 

○やなぎさわ委員 

 現場のケアマネージャーとかも、「品川区は予防に力を入れているのよ」、ということを周りの高齢

者の方に自信を持っておっしゃられているので、ぜひ、介護費用の抑制という意味でも、要介護をなる

べくだんだん要支援に、要支援の方を自立になるような、ということをぜひ一緒に続けていければと思

いますので、よろしくお願いします。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等はございますか。 

○東野福祉計画課長 

 すみません、先ほど、筒井委員のご質問に対しまして、１点訂正をさせていただきます。地域福祉計

画の推進委員会につきましては、区民向けではなくというような発言を致したところでございますが、

区民向けにホームページ等で、委員会の内容、議事概要、それから資料等につきましても発信してござ

いますので、こういったところを区民の皆様に見てもらった上で、ご意見があれば頂戴できるような仕

組みとなってございます。訂正させていただきます。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○鈴木委員 

 概要版の５ページなのですけれど、孤独・孤立対策推進法が成立したということで、区としても孤

独・孤立対策地域協議会の設置を検討していますということで書かれているのですが、それまた、この

推進法では、自治体としても重点計画をつくるというのも、これ、努力義務なのですか。そういう方向

なのかなと思ったのですけれど、その方向は区としてはどうされるのか、また、この協議会というのは、

どんなメンバーでいつ頃つくられていくのか、その点について伺いたいと思います。 

 それから、専門職のアンケートのところで、高齢も障害も、それから生活困窮も、かなりその地域の

社会資源が足りないということで、ニーズに合った資源がないというようなことが、それぞれのところ

で書かれていたのですけれど、これは多分、高齢者、障害者であればそのサービスの資源もそうですし、

サロンのような集まる場所というのも、もっとあってほしい、のような、そういうものが、フリース

ペース的なものも地域にないというような、そういうことで書かれて、意見が出されていたのですけれ

ど、そういうことに対しては区としては、今後どういう方向でしていこうと考えられているのか、その

点についても伺いたいと思います。 

 それから、最後もう１点、この議事録の中でも、介護職員の人材確保・育成というのが、これからも

すごく大変というような中で、ここのところは大きな課題ということが意見としても出されていたので
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すけれども、それは本当に介護にしても障害者にしても、社会的なというか政治の大きな課題になって

いると思うのですが、そういうところではこの地域福祉計画の中では、介護人材の確保、育成、そこの

ところは、これだけではないのですけれども、改めてこの計画策定に当たって、区として国に対しても

求めていくことが必要なのではないかなとも私は思ったりもしていますが、そこについての考え方と、

その３点、伺いたいと思います。 

○東野福祉計画課長 

 まず、孤独・孤立対策でございます。こちらの推進法の成立を受けまして、区としていち早く今年度

から国のプラットフォーム事業などに参加して取り組んでいるところでございます。協議会につきまし

ては、いわゆる努力義務とされているところでございますが、区としては、令和６年度、地域協議会の

設立に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。また、メンバーにつきましては、現在、

どういった方々がいらっしゃるかという部分の調査も含めまして行っておりますので、それらを踏まえ

まして、来年度、令和６年度に地域協議会設立に向けた取組をしていきたいと思っておるところでござ

います。 

 それから、専門職アンケートに出てきました、地域資源が足りないという部分でございますが、委員

がおっしゃるような集まれる場であったりとか、その人に必要な、地域ですぐ、何かあったときに、

困ったことがあったときに行けるような場が少ないというようなことでの回答を得ているところでござ

います。先ほど来話をしている、地域の皆さんが集まれる場については、様々な施策の中で取り組んで

きているところでございますが、どういった形が福祉的な分野として取り組んでいけるのかについては、

十分な検討を重ねてまいりたいと思っております。 

 介護職員の人材確保・育成に関してでございますが、こちらにつきましては、介護保険事業計画の中

で触れているところでございます。地域福祉計画につきましては、それらを網羅する計画ということに

なりますので、文言として記載しているところではないのですけれども、区としての取組は十分、例え

ば福祉専門学校での育成であったりとか、そういったものを区として取り組んでいるところでございま

す。 

○鈴木委員 

 これも、介護人材の確保、育成というふうなところでは本当に大きな課題で、本当に深刻な状況が、

いろいろと事業所の閉鎖だったりとか倒産だったりとか、そういうふうなところも増えているというこ

とでも伺っていまして、サービスそのものが継続できるかというところにかかっていると思うのです。

やはり、平均の全産業の収入よりも平均で１か月７万円少ないというような状況なので、これはぜひ国

のほうにも声を届けていただいて、人材がしっかりと確保できるための国の処遇改善というふうなとこ

ろで求めていただきたいということで要望しておきたいと私は思います。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○こんの委員 

 すみません。大変に細かいことで恐縮なのですが、文言の表現の仕方で、本編の２１ページの重層的

支援体制整備事業、最後の行です。３段落目の最後の行の、品川区においても、２０２５年から重層事

業の本格実施に向けて準備を開始していますという文言になっている。何も問題はないのですけれども、

これは実施をするということのほうが伝える大事なことかなと思うと、これ６年間見ますので、現在準

備をしていて、２５年に本格実施しますよという文章のほうがいいのかなと思ったところなのですけれ
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ども、細かいことで恐縮です。現時点ではこういう表現だと思うのです。ただ、６年間の計画なので、

いつ実施をしたかということが最後分かる文言のほうがいいのかなと思うところなのですが、いかがで

しょうか。 

○東野福祉計画課長 

 ご意見いただきましてありがとうございます。ここにつきましては訂正させていただきたいと思いま

す。 

○こんの委員 

 細かいところで恐縮です。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等はございませんか。 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑵ 障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱いについて 

○松永委員長 

 次に、⑵障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱いについてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○松山障害者支援課長 

 私から、障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱いについてご報告いたします。 

 １、概要と事実経過でございます。令和５年１０月４日付こども家庭庁および厚生労働省通知により、

障害者相談支援事業については、消費税の課税対象事業であり、自治体が当該事業を民間事業者に委託

する場合は、委託料に消費税等を加えた金額を受託者に支払う必要がある旨、示されました。 

 当初、当該事業におきましては、社会福祉法上の第二種社会福祉事業として位置づけられ、消費税法

上、非課税事業として扱われてきました。平成２４年度の障害者自立支援法の改正によりまして、相談

支援体制が見直された際に、当課におきまして、引き続き、第二種社会福祉事業との認識の下、社会福

祉法上の非課税事業として委託を続けてきた経緯がございます。 

 今般、国の通知を受けまして、当該事業の委託は消費税の課税対象であることが判明したため、平

成３０年度分から令和４年度分までの委託料に係る消費税および延滞税等の速やかな納付が必要になっ

たものでございます。 

 ２、概要額（見込み）でございます。（１）消費税です。区が現時点で算出いたしました経費の総額

見込みは４,７５２万円余です。現在、税務署および法人等と、内容につきまして精査しておりますの

で、金額については変更の可能性がございます。実際には、法人が税務署に障害者相談支援事業の内容

を含め、申告いただき、税務署が最終確認の上、消費税を決定した後に、それに伴う延滞税などが示さ

れます。そのため、（２）の延滞税等は未定です。 

 ３、対象事業者は記載の３つの法人です。 

 ４、対応でございます。予算流用で対応させていただきます。理由は２つございます。１つは、区か

ら委託を受けた法人が税務署に消費税を支払うこととなりますので、速やかにその処理を進めていただ

くため、そしてもう一つは、消費税額を含め、延滞税額が確定してからでは納税が遅れ、延滞税のさら

なる加算につながるためでございます。 

○松永委員長 
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 説明が終わりました。本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。 

○鈴木委員 

 今のご説明でちょっとよく分からないところが何点かあったので教えていただきたいのですが、これ

は、これまでは相談支援については非課税だったのにもかかわらず、平成２４年の自立支援法の改正で、

ここには、引き続き、第二種社会福祉事業の認識の下で、非課税ということで委託を続けてきたという

ことなのですけれど、実際は、この平成２４年のときに消費税がかかりますよということで改正されて

しまった。平成２４年の改正のときに、そういうふうに消費税がかかるということになったということ

なのでしょうか。それは、これまではかからなかったのに、何でこの相談支援のところだけがかかると

いうことになってしまったのでしょうかということを教えていただきたいのです。 

 それからあとは、平成２４年のときに改正になったのに、平成３０年からというものの、そこの差と

いうのは、何で平成３０年からということなのかというところが２点目。 

 それからあとは、これはたまたまこの品川区が気づかなかったという、本来であれば消費税かかると

いうことになりましたよ、ということだったのに、気づかなかったということで払わなかったというこ

となのか、それとも、他の自治体も全部そういうふうなことで払われていないので、この厚生労働省通

知というのが出されて、改めて課税されるということになったのか、そこら辺の仕組みと経過を教えて

いただけたらと思います。 

○松山障害者支援課長 

 平成２４年度の自立支援法の改正の内容についてでございます。平成２４年度に相談支援体制が見直

されまして、計画相談がそこから開始されることになりました。今回も通知にも書かれているのですが、

計画相談というのは障害者福祉サービスの利用に係る、いわゆる計画作成でケアプランの支援を行う。

それが法上は特定相談支援事業に該当するということになります。それで、その他に地域移行の相談を

行う一般相談支援事業というのがございます。こちらのほうは、非課税となるというところです。 

 一方で、障害者相談支援事業は、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うものということで、そ

こで、平成２４年度に、地域移行を行う一般相談、そしてケアプランをつくるとして、相談支援事業と

いうふうに区分けをされたということでございます。 

 ２点目ですけれども、平成３０年度からというのは、今から遡れる期間が５年間ということなので、

平成３０年度から令和４年度までという形でございます。 

 ３点目でございます。全国的な流れなのかというところですけれども、昨年７月に中国地方で障害者

相談支援事業等に係る消費税についての新聞報道がされまして、国が改めて、昨年の１０月に通知を発

出したというのが発端でございます。それ以降、区としてもその通知に沿って改めて改正内容や事業内

容について確認をしてきたところということでございます。 

○鈴木委員 

 そうしますと、この指定特定相談支援事業所が幾つもあります。区の委託なので、ここに消費税分と

して委託費を出すということで、他の指定特定相談支援事業所は、区が委託していないところというの

もいっぱいあると思うのですけれど、そこのところはもう既に消費税は払っていて、区だけが漏れてし

まったということなのか、それともその平成２４年にこういうふうな改正になったのであれば、本来で

あればそういう通知というのは、その時点で来てしかるべきなのかなと思うのですが、ちょっとよく分

からないのですけれど、この相談のところが、今まではかからなかったのに、計画相談をつくることに

なったので、一般相談のほうはかからないけれども、指定特定相談支援事業のほうだけがかかるという
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ことになったということなのですか。そこのところ、すみません。 

○松山障害者支援課長 

 相談事業の中でも、課税のものと非課税のものがあるということでございます。非課税なものは幾つ

かあるのです、計画相談の事業所が複数ございますけれども、そちらのほうは特定相談支援事業に当た

るので、非課税だということです。 

○鈴木委員 

 それは非課税なのですね。 

○松山障害者支援課長 

 また、地域移行の相談を行う場合も、少し名前がややこしいですが、一般相談として非課税であると。

それで、今回対象になっている障害者相談支援事業というのは、例えば、手帳のない、手帳を取得して

いないけれどもご相談を受けていらっしゃるのは、区が委託している事業所。こちらの３つの法人は、

手帳を持っていない方にも対応していただいているという状況でございまして、それは非課税ではなく、

課税に当たりますというのが今回の通知の中身でございます。 

○鈴木委員 

 そうなのですか。非課税でもいいような気がするのですけれど、そうなのですね。分かりました。 

○松永委員長 

 大丈夫でしょうか。 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○やなぎさわ委員 

 先ほど、鈴木委員の質疑の中で、遡れるのが５年までだということは承知したのですけれども、とは

いえというか、この対象事業者の方たちと、要は、ある意味、時効というわけではない……、時効のよ

うな扱いなのかなと思うのですけれど、「いやいや、とはいえそんな、取扱いを間違えていたのだから

遡って払ってください」、みたいなことというのは特に話合いしたりとか言われたりはしていないので

すか。怒るかなと思うのですが。 

○松山障害者支援課長 

 先ほどの平成３０年度から令和４年度までという、その以前については時効となっております。事業

者についても時効となっておりまして、区が委託している事業者につきましては、現在、丁寧に話合い

を進めておりますので、事業者については、金額的な負担というよりは修正申告を税務署にしていただ

くというところをお願いしている次第でございます。 

○やなぎさわ委員 

 つまり、この対象事業者３社に関しては一応事情を説明して、これは時効なのでお支払いできません

というような……、あと、ここの部分は課税分というかその消費税分の支払いができないというような

ことは、話合いは進めていて、ある程度理解をされているというような状況でよろしいでしょうか。 

○松山障害者支援課長 

 失礼いたしました。少し説明不足でしたけれども、５年より以前のものにつきましては、消費税を支

払う必要がないということで税務署と確認しておりまして、事業者にもその旨、きちんと丁寧に伝えて

おりますので、事業者から税務署に対しまして時効となった分まで支払う必要はないということで伝え

てございます。 

○やなぎさわ委員 
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 あと、先ほどの鈴木委員の質問の補足ですけれど、これはでは、全国的に一斉にこのような事案は、

品川区だけとかではなくて起きているというような解釈でよろしいですか。 

○松山障害者支援課長 

 そのような形で全国的にも複数の自治体が該当しておりまして、同様に、速やかに対応をしていると

ころでございます。 

○やなぎさわ委員 

 相談内容によって課税、非課税があるとは非常に分かりにくいなと思うので、これは別に国のことで

はあるのですけれども、区として要望を上げていただけたらな、などというふうに思います。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等、ご発言ありますか。 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑶ 品川区立杜松特別養護老人ホームおよび品川区立杜松地域密着型多機能ホーム指定管理者候補者

の公募について 

○松永委員長 

 次に、⑶品川区立杜松特別養護老人ホームおよび品川区立杜松地域密着型多機能ホーム指定管理者候

補者の公募についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○菅野高齢者福祉課長 

 それでは、私から、品川区立杜松特別養護老人ホームおよび品川区立杜松地域密着型多機能ホーム指

定管理者候補者の公募についてご説明いたします。 

 平成２６年１２月に開設し、介護サービスを提供しています。開設以来、指定管理者制度を導入

し、１期目終了時には公募で選定し、更新を行ってまいりましたが、今回、現指定期間の満了をもって

指定管理者を継続しない旨の申出があったことから、次期指定期間の指定管理者候補者を公募すること

となりました。 

 ２、指定管理者が管理を行う施設の概要についてです。所在地につきましては、豊町四丁目２４

番１５号です。 

 ３、指定管理者が行う業務につきましては、（１）①地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

いわゆる、地域密着型特別養護老人ホームで定員２９名となっております。そして、②短期入所生活介

護、こちらはショートステイ、定員１０名となっております。 

 （２）の①および②認知症対応型共同生活介護および介護予防認知症対応型生活共同介護、こちらは

認知症高齢者グループホームとなっており、９名のグループが２ユニットで定員１８名となっておりま

す。③登録定員２９名の看護小規模多機能居宅介護。 

 そして、（３）施設および設備の維持および修繕に関すること、（４）施設および設備の使用に関す

ること、（５）利用料金の徴収に関すること、（６）地域交流スペースの運営、維持管理および使用料

の徴収に関することとなっております。 

 おめくりいただきまして、裏面で、４の指定期間となります。令和６年１２月１日から令和１１

年１１月３０日までの５年間です。 

 ５、指定管理者候補者の選定につきましては、公募型プロポーザル方式により行い、品川区立杜松特
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別養護老人ホームおよび品川区立杜松地域密着型多機能ホーム指定管理者候補者選定委員会を設置いた

します。選定基準は①から④のとおりです。 

 ６、今後の予定です。２月から３月にかけて公募を開始し、募集要項を配布します。その後、説明会

を行い、４月から５月にかけて選定委員会等を実施し、候補者を選定いたします。そして、６月から７

月に指定管理者の指定議案を提出し、この区議会にて審議していただく予定となっております。 

○松永委員長 

 説明が終わりました。本件に関しましてご質疑等がございましたらご発言願います。 

○鈴木委員 

 今回、１０年、若竹大寿会でやっていただいていたと思うのですけれど、１０年間ずっと指定管理で、

この地域に密着しながらやっていただいたと思うのですが、今回、指定期間満了をもって指定管理者を

継続しない旨、若竹大寿会のほうから申出があったということですよね。この理由は何なのかというの

をまず、お聞かせいただきたいと思います。 

○菅野高齢者福祉課長 

 若竹大寿会のほうの、本来であればもう一度非公募でというところなのですが、その手挙げをしない

予定だということの理由としましては、こちらの若竹大寿会、横浜市の中心に事業を展開している法人

となっております。区内および都内の事業所が、この杜松ホームの事業所の一つであって、かつ小規模

の事業者であることから、地域の法人知名度が少し低く、介護の人材難の中で良質な事業維持のための

人材の確保が困難であって、今後のサービスに責任が取れないということが大きな理由となっておりま

す。そして、特にコロナにおいて、赤字の中で運営してきた、さらに物価高騰や人件費高騰の中で、法

人の他の事業で当該施設を支えることはこれ以上困難だということも理由として挙げられております。 

○鈴木委員 

 私も、何となくそんなことなのかなと思いながら、私も何回か若竹大寿会のほうにお話を伺って、で

きたときからすごく地域にも密着をして、地域とも連携取りながら様々事業展開していただいていまし

たし、看護の小規模多機能というのもそんなになくて、看護師も配置した小規模多機能とかもやって、

すごく地域にとっても期待の、そういう事業所だったなという思いがしているのですけれど、そういう

ところで言うと、やはり人材などはやはり先ほどの話も申し上げましたが、介護の人材を確保するのは

本当に大変な状況になっていると思うのです。 

 そんな中で、これまで赤字ということで、ここの経営そのものが成り立たないというふうな状況に

なってしまったということだと思うのですけれど、そういうところで言えば、これ指定管理者なので、

区のほうからもっと支援をして、赤字を支援するという対応というのはできなかったのでしょうか。 

○菅野高齢者福祉課長 

 経済的支援とかといったお話だと思うのですが、まず、指定管理者制度、こちらの施設、利用料金制

を採用しておりますので、よりよいサービスを提供し、収支改善を図る一次的な責任者は、指定管理者

にはあるということが大前提となります。その上で、管理運営委託料については、施設の管理料等に際

し必要と思われる金額を指定管理者と協議しながら決めていくというような方法を取っております。こ

ちらの施設につきましては、この利用料金制だけではなくて、地域交流の受付などもしていただいてお

りますので、そちらの委託料や、あとは大規模施設というところの維持管理経費や、あとは看護小規模

多機能については、生活相談支援業務といった名目の下、人件費補助等もさせていただいていたという

次第となっております。 
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○鈴木委員 

 特別養護老人ホームはここだけだと思うのです。２９床で小規模の特養というのはここ１つだけだと

思うのですけれど、多分小規模特養というものの経営というのはどこでも本当厳しいということが言わ

れていると思うのですが、そういうところで、ここのところは小規模の特養という施設そのものが、運

営は厳しいそのほかの、大規模というか普通の１００前後の特別養護老人ホームに比べたら、多分経営

としては厳しいのではないかなという思いをずっとしていたのですけれど、そういうことを考えると、

これからここのところを指定管理者で新たに公募をするということですが、その公募に当たって、若竹

大寿会がこれだけ、様々努力したと思うのです。それでもこういう辞退になって、指定管理者を辞退せ

ざるを得ないような状況になったところに対して、公募して、うちだったらできますよというふうなと

ころで応募が来るのか。そこに対して、区としては、その支援を今までの若竹大寿会以上に、例えば指

定管理料を上げていくとか、そういう対策を取っていくのか、どうしたらその公募に、辞退というふう

なことになってしまったから公募するしかないと思うのですけれど、公募をして応募があるような、そ

ういう対応はどういうふうに区としては取ることを考えられているのか、その点についても伺いたいと

思います。 

○菅野高齢者福祉課長 

 今回、次期指定期間の指定管理者候補者を公募して、事業者を変更することになるのですけれども、

区としては、さらに効率的で質の高い区民サービスの提供を目指していかなくてはなりません。また、

現在の利用者の方もいらっしゃるというところで、この部分についても利用者やその家族に安心しても

らえる施設運営に努めていかなくてはならないと思っているところです。 

 具体的には、現事業者が継続しない理由というところで先ほども申し上げましたが、そういった部分

を参考に、公募の際には経費や業務内容等などの提案もしてもらうなど、今後この施設が安定して持続

可能な介護サービスを提供していけるよう検証しながら、選定作業を行っていかざるを得ないかなと

思っているところです。 

○鈴木委員 

 若竹大寿会ができなかったことが、では他のところで効率的で質の高いというのがどうしてできるの

かというのはよく分からないのです。それで、ここは本当に構造的な問題があると思うのです。小規模

だということと、今こういう形で介護の人材が本当に大変な状況で、募集しても募集しても確保するこ

とができないというのが、もう全国的な問題になっているわけではないですか。それで、この間の障害

者の施設などにしても、公募しても応募者がやっと１か所みたいな、そういうのが続いていますよね。

そういう中で、根本的な構造的な問題として、こういうことがこれからどんどん介護の施設だったりと

か障害者の施設もそうですけれど、出てくるのではないかなと思うのです。 

 そういうところは、国の問題として、そこのところを本当にこの介護の人材の処遇改善というのを、

報酬の引上げというのではなくて、国が今、５月までは税金で処遇改善、６,０００円だけやっていま

す。そういうのをやはり、報酬ではなくて税金で、１桁違うという形での支援を行うというようなくら

い国が対策を取らないと、介護も障害者もその福祉の人材、医療もそうですけれど、最も大事なところ

が確保できない。また、考え方としても、そういうふうなところをしっかりと上げていくことが、経済

も回す力になるのだというふうな考え方でやっていくのが必要なのではないかなと思うのです。そこの

ところは、国にぜひそれを求めていただきたいと思うのですけれど、その点が１点。 

 それと、そうは言いながらも、国としてなかなかそこのところには重い腰が上がらない。上がったと
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しても、本当に桁が違うという状況の中、やはり区としてもできる支援をしていかないと、継続、持続

可能なという、継続できないのではないかなというふうに思いますので、区としても思い切った支援を

行っていくということが必要なのではないかなと思うのですけれど、まず、その点と２つお聞かせいた

だきたいと思います。 

○菅野高齢者福祉課長 

 介護人材の確保などの部分についてお話をいただいたと思っております。国のほうでも、これは全国

的な問題というふうに今、おっしゃっておりましたが、介護報酬のほうも改定されて１.５９％になる

というところでは聞いてはおります。国のほうの審議会の今、結論というか途中経過なので、最終的に

はどうなるかというところも、もう少し確認をしたいというところと、あとは区としてもというところ

なのですけれども、ここの介護報酬の部分につきましては、基本的には介護保険の介護報酬の中でとい

うのがスタンスとなっておりますので、国や都の動向を見つつ、区として、事業者様からのこういった

実態とかお声も聞きながら、どうすることが介護人材の確保になるかというのを区ができる支援の形を、

やはりこれからも研究していかなくてはいけないと思っているところです。 

○鈴木委員 

 私はぜひ、国に対しても現場の声をどんどん上げていただきたいと思います。それで要望も出してい

ただきたいと思います。もう本当に発想の転換が必要だと私は思いまして、社会保障にしっかりとお金

をかけて、そしてその人材も、仕事を続けていけるような、そういう形にすることが、このＧＤＰが、

経済成長が止まった国から脱するというところからも、ぜひ必要なのではないかなと、そういう発想の

転換にもしていくというところでも、区としても考え方を、この社会保障、福祉のところにしっかりと

一般財源も入れながら、そこで働く方々も、やりがいのある仕事を生活が成り立つ形で保障していくと

いうところでの考え方で、ぜひ支援もお願いしたいということで要望をしておきます。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○ひがし委員 

 今度公募する指定期間が令和６年の１２月１日からの５年間というふうになっているのですけれど、

今、お話を聞いていて少し心配だなと思ったのが、公募を２月、３月から説明会などを開始して募集す

ると思うのですが、１年ない期間の中で、万が一、手を挙げる人がいなかった場合の対応はどうなるの

かなというふうに思っていて、継続しないと言っている方に、その見つかるまでの期間をお願いするの

か、何としてでもどこかを見つけるのか、その対応について聞かせていただければと思います。 

○菅野高齢者福祉課長 

 現在の指定管理者のほうが、次回は手を挙げないということは公募しなくてはいけないということで、

そういった手を挙げない中での条件の中で次の事業者が見つかるのかというのは、区としても大変懸念

している部分ではございます。そういった意味で、費用や業務内容等も提案してもらいながらというと

ころで、新しい事業者がどういった形でこの施設を引き受けてくれるのかというところを検討しながら、

選定作業も進めていきたいと思っております。 

 現在の指定管理者につきましては、この１１月３０日までの期間はしっかりと現在のサービスはさせ

ていただくというふうにはお話はいただいておりますし、引継ぎの部分についてもしっかりやるという

ことですので、万が一見つからなかった場合はというのは最悪の事態なのですけれど、まずは見つかる

ことに全力を尽くさせていただきまして、万が一のときには、現在の指定管理者とも相談の上というと
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ころで、決してサービスが停止することがないようにというのは、努めていかなくてはいけない大前提

だと思っております。 

○ひがし委員 

 今、通われている方とかいらっしゃる方々が不安にならないかなというところが一番心配だったので、

継続していけるということで安心をいたしました。利用者さん方を大事に考えて、指定管理者の選定と、

もし、今回手を上げないといっても金額が変わればという話もあるかと思いますので、その点について

はしっかりと相談をしながら進めていっていただければなというふうに思います。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○やなぎさわ委員 

 鈴木委員に大体のことを言っていただいたのですけれども、やはり、評判が悪かったり、そういった

理由で継続されないというのならまだ、分かるのですけれど、しっかり取り組んでおられるところで継

続の意思がないというのは非常に残念なことだなというふうには思うのです。先ほどちらっと、この若

竹大寿会はそんなに大きい法人ではないというようなお話もありました……大きいですか、分かりまし

た。 

 やはり、こういった介護事業は、もう上限が決まっているというか、売上げというか介護報酬によっ

てもうアッパーが決まっているので、大きい事業所がやっても小さい事業所がやってもあまり変わらな

いと思うのです。あえて言うと、名の通っている事業所とか大きい会社だと信頼性があるから、社会的

な信頼があるので求人が割と集まりやすいというのもあると思います。中小の事業所に比べて、それは

あると思うのですけれど、結局ほかの業界、飲食店とか、ほかの大きい会社とかに比べるとそれほどス

ケールメリットが薄いというところで、やはり同じようなサービスを提供していたら結局また、赤字に

なってしまうということは目に見えていることで、次の更新、今年の１２月でまだ１年弱ぐらいあるの

で、例えば、次の公募に関して、そういった資金面とか、そういった赤字補填とか、分からないですけ

れどそういったところのバックアップをするような予定がもしあるのであれば、今のうちに若竹大寿会

に、次はこういう感じで変えるみたいな話をして、継続できないかということを今のうちならまだ、い

けると思うのです。もう半年とか迫ってしまっていたら、もう向こうもそういう職員整理とかしてし

まっていますとなるかもしれないですけれど、まだ今のうち、ある意味内在の段階に近いと思うので、

今からお話をして、どういうふうにしていけば、では計画可能なのかということを建設的な議論をぜひ、

していけたらなと思うのですけれども、その辺は何かお話をしているとか、そういった取組みたいなご

予定はございますでしょうか。 

○菅野高齢者福祉課長 

 若竹大寿会との協議の中では、若竹大寿会の理事会でこれもう正式に決まったという事実だというふ

うには聞いておりますので、次回の公募については手を挙げないという方針は、若竹大寿会の中では固

いのかなというふうには思っているところです。 

 ただ、何回も申し上げますが、きちんと引継ぎはしたいということと、サービスの提供が滞ることが

ないようにという部分につきましては、協力を得てくれるというふうにはお話をもらっておりますので、

その辺りのところ、若竹大寿会のほうには、人材、横浜のほうで２９拠点を構えている、かなり大きな

法人ではありますが、２８拠点でうちが、杜松が１拠点だけ少し飛び地というか離れた所にあるという

ところで、人材の工面の仕方が横浜で展開しているのと全然違う部分がすごく厳しかったというお話も
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ありますので、それも含めて、なぜ事業を継続するのが難しいという判断に至ったのかというところは、

じっくりお話を聞きながら、次回同じことが起こらないように、そして事業者が手を挙げてくれるよう

な、その事業スキームについては考えていかなくてはいけないと思っているところです。 

○やなぎさわ委員 

 人材確保の困難さと経営赤字というようなところが大きな理由だというふうには承知していまして、

介護保険の報酬１.５９％という話もあるのですけれど、赤字に関して言えば、当然、次の指定のとき

にはもう、介護報酬改定された段階での試算だと思うので、それを加味しても経営難しいのだという判

断をされたのだと思うのです。なので、この１.５９というのは、足りないというような前提に立って、

次の事業者選定の際の、そういう条件面というのを出されたほうがよろしいのかなというふうに思いま

すし、あと、この１.５９というのも、処遇改善加算等も含まれたりとかということがあると思うので、

これが必ずしも事業所の全ての利益になるとも限らないですし、物価高とか、そういったものを反映す

ると、足りないだろうなというのが正直、介護事業所の皆さん結構がっかりされている、最低限、物価

高騰分ぐらいは上がってほしかったなという意見が多い中ですので、やはりそれは、鈴木委員ご指摘の

とおり、区としてというより国として取り組む、それこそ介護、福祉というのを成長産業だというふう

に捉えて、発想を転換していくということがやはり大事で、それは当然品川区でできることではないけ

れども、そういった声をぜひ国のほうに上げていただきたく思います。何か受け止めがあればお願いい

たします。 

○菅野高齢者福祉課長 

 国のほうで、令和５年度の介護事業経営実態調査の結果の報告というところで、ホームページのほう

にも載っているのですけれども、各サービス事業における収支差率というところで、令和３年度と比較

して令和４年度がマイナスになっているところ、例えば今回の、地域密着型介護老人福祉施設もマイナ

ス１.１％ということで、国の平均がそういう厳しい状況にもなっている中、こういった結論にも至っ

たのかなというところもございますので、こういった社会の情勢もきちんと捉えながら、次期、事業者

が見つかって、しっかりとこの事業が継続できるように、安定して継続可能な施設となるように、区と

しては努めていかなくてはいけないと思っているところです。 

○やなぎさわ委員 

 どうぞよろしくお願いします。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○こんの委員 

 今回、大変に残念なことですけれども、とにかく利用者のためには、この今の事業が継続できるよう

に、前向きに進めていただきたいなというところですけれども、そうなると、次の公募される事業者が、

この今ある指定管理者が行う業務全てを請負ってくださるところが本当望ましいのですが、なかなかそ

れが難しい、だけどうちはこういう提案をしますよ、こういう事業をしますよといった場合に、この内

容が少し変更される、みたいなことの考え方はあるのでしょうか。それが１点。 

 それから、先ほどもほかの委員からも出ておりましたけれども、いわゆる契約のこうした金額につい

ても、事業が、この全てが同じように行えた場合でも、いろいろな課題が、この事業者の中でもまた、

介護という事業の中での課題というのも、区としてつかんでいるところもあると思うので、そうしたと

ころからやはり契約金額みたいなところも見直していかなければいけないのだろうというか、考えてい
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かなければいけないのだろうと思うのですが、まずはこの２点についてのお考えをお聞かせください。 

○菅野高齢者福祉課長 

 まず、業務の内容ということなのですけれども、こちら今回、３のところで指定管理者が行う業務と

いうところで、現在の業務を出させてはいただいております。この事業者にお話を聞いたときにやはり

今、地域密着型特別養護老人ホームそしてグループホーム、あと看護小規模多機能というところで、地

域の在宅サービスを支えるサービスの中としては、とても理想的ないい機能を満たしている施設ではあ

るのですけれども、一方で、それぞれのその種別ごとに管理者を立てなければいけないなど、運営をす

る中での難しさなども聞いております。 

 そういった部分で、新しい事業者につきましては契約金額のお話もありましたが、金額面の部分と、

あとは、現在のこのサービス種別が果たしてできるのか、などについても、よりよい、持続可能な施設

にしていくためにはどういうサービス形態がいいのかという部分についても提案していただけたらと

思っているところです。 

○こんの委員 

 ご提案をいただいたその事業によっては、今の施設のありよう、いわゆるレイアウト、こうしたもの

も変更をしていかなければいけない場合も出てくるかなと想像するのですけれども、そうしたものにつ

いては、事業者がやるのですか、それとも区として、そこを整備してさしあげて、事業を展開していた

だくというふうになるのですか。その辺もお考えをお聞きしたいと思います。 

○菅野高齢者福祉課長 

 こちらの施設については、指定管理施設ということで区の施設でありますので、事業者から提案して

いただいた提案の内容を参考に、区が用途変更というか、内容を改修するなどして、新しいサービスを

提供する場合にはそのような、区が責任を持って、そういったたたずまいに変えて運営をお願いすると

いうことになると思います。 

○こんの委員 

 この若竹大寿会がやってくださった事業をさらにアップされるような事業者にぜひお願いをしたいと

いうところですが、なかなか難しいところではあるのですけれども、ご提案くださるその事業で、より、

今ある事業をできれば継続できる、プラスアルファというようなところで、その事業者が事業展開しや

すい施設のありようとか、また、契約だとかといったところを最大限に見ていただいて、事業が展開で

きるように、前向きにこの公募を進めていただきたいなと思います。いかがでしょうか。 

○菅野高齢者福祉課長 

 品川区の高齢者介護の目標、「できる限り住み慣れた我が家で暮らす」と定めております。心身が不

自由になっても住み慣れた我が家での生活を送ることができ、その中で在宅生活を可能な限り追求して

いくというものなのですけれども、そういった在宅生活を支えていく大きな施設となっております。今

後も、この施設が地域にしっかりと根差して地域住民の方のニーズを吸い上げられるような提案がなさ

れることを、私たちとしても何とか導き出したいなと思っておりますし、そういう事業者が現れた際に

は、一緒になって、どういうことを改善したらこの施設がよりよいものになるかということは検討しな

がら進めていきたいと思っております。 

○こんの委員 

 お願いします。 

○松永委員長 
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 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○こしば副委員長 

 まず、前提としてお聞きしたいのですけれども、サービスの利用者の方々には、この状況というのは

お伝えはされているのでしょうか。 

○菅野高齢者福祉課長 

 こちら、１２月に事業者のほうから継続しないというようなお話をいただいた次第です。利用者様に

つきましては、まだ議会、今日実は議会でこうやって公募についてというお話しすることが初めてとな

りますので、今後、事業者のほうには、利用者様にはこういう状況でということで、事業者が変わるの

だということは、今日をもってこれ以降、伝えていくのではないかというところで、現在の若竹大寿会

とは調整をしているところです。 

○こしば副委員長 

 今後、伝えていくという段階に入ってくると思うのですが、あくまでもサービスの利用者の方々が、

やはりこれを聞いたときには不安に感じると思いますので、その不安解消のためにぜひ取り組んでいた

だきたいと。この１２月に指定管理業務開始になっておりますけれども、継続的なこの安定といったも

のを担保できるように、ぜひ取り組んでいただきたいと思いますし、また、利用者の方々にもその辺は

お伝えしていただきたいと思いますので、まず、そのお考えありましたら教えてください。 

○菅野高齢者福祉課長 

 現事業者ともお話はさせていただいておりますが、新たな事業者が選定されたときには、引継ぎを十

分に行って、利用者様やその家族が安心してもらえる施設運営に努めていきたいと思っております。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

 ほかにご質問等がございませんでしたので、以上で本件を終了いたします。 

 それでは、会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後３時０９分休憩 

 

○午後３時２５分再開 

○松永委員長 

 ただいまから厚生委員会を再開いたします。 

                                              

 ⑷ 新型コロナウイルス感染症対応の検証と健康危機管理体制の基盤整備検討報告書について 

○松永委員長 

 次に、⑷新型コロナウイルス感染症対策の検証と健康危機管理体制の基盤整備検討報告書についてを

議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○坂野保健予防課長 

 それでは、項番の４番になります。新型コロナウイルス感染症対応の検証と健康危機管理体制の基盤

整備検討報告書についてでございます。 

 まず、項番の１でございます。背景および目的でございます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大

に対し、第１波から第８波までの３年以上にわたり区が行ってきた様々な対策について、改めて検証・
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評価し課題を抽出することで、健康危機管理の基盤整備の在り方を示すと。また、今後のパンデミック

に備えた健康危機管理体制の構築につなげていくことで、区民の健康被害の最小化を図ると。 

 策定までの経緯、２番でございます。区が実施した対応記録の収集整理・成果や課題のまとめ、庁内

所属へのアンケート調査、関係機関へのアンケート・ヒアリング調査等を実施いたしました。 

 ２番、区および医療・消防関係者で構成いたします検討委員会を設置いたしまして、検証結果および

体制整備案の点検、評価、見直しを実施しております。 

 ３番、第三者委員によります報告書の外部評価・最終点検を実施しております。 

 項番３は報告書についてでございます。別紙の報告書、本編と資料編がございまして、本編が７６

ページぐらいで、資料編が１２４ページ、両方合わせて２００ページほどのボリューム感がございます

が、若干修正点がございますので、今から申し上げます。 

 本編のほうの３ページ目の本文の上から３行目。「本区においても２月１０日には初の感染者を確認

するなど」と書いてございますが、この２月１０日を２月１４日に訂正でございます。もう１か所、こ

ちらも本編でございまして、２８ページ、一番下の米マークの２番「感染症における健康危機対処組織

については、Ｐ３９に案を例示」と書いてありますが、これは３９ページではなくて３８ページが正

しゅうございます。３９ページが３８ページとなります。２８ページの一番下のところの※の２番。こ

こで３９と書いてあるのが３８でございます。訂正２か所でございます。 

 続けます。今後の健康危機管理体制の基盤整備に向けてということでございます。検証結果の検証報

告書の内容を踏まえまして、来年度、令和６年度より区の事務局体制を整え、今後策定を予定しており

ます健康危機対処計画等と整合を図りながら、健康危機管理対策の基本的指針の策定に向けた準備を進

めてまいります。 

 今後の予定でございますが、令和５年度、今年度中に報告書の公表を予定しております。来年度、各

計画等への反映を予定しているところでございます。 

 報告書、分厚い部分でございます。これは本編が７６ページぐらいと、資料編１２４ページで、本編

のほうが第１部、第２部と分かれておりまして、第１部が新型コロナウイルス感染症編ということで、

主に経過のサマリーと区がどういうことをやったかということを第１章から第５章までに書いてありま

す。ページ数についてないところに目次がございまして、そこに構成が書いてございます。第２部が、

新型コロナウイルスのワクチン接種編が本編の第２部という構造になっております。 

 まず、第１部のほうなのですが、冒頭、本編の３ページに、さっき訂正１か所あった所なのですけれ

ども、目的を記載しておりまして、５ページ目に各フェーズの患者の数、これのグラフが出ているとこ

ろでございます。６ページ目に品川区の患者の数が出ているというところでございます。 

 ８ページから年表形式というか時系列で、国の対応と都の対応と品川区の対応というのを並べて、対

比できるような構成が、これが８ページからずっと１４ページぐらいまで来ています。 

 本編の１５ページからが、組織体制、まず、書いております。第１波、第２波のときの組織体制をま

ず、書いておりまして、めくっていただきまして、第３波から第５波、このアルファ株、デルタ株で、

非常に重症患者が多かった時期、これの体制について記載しております。１７ページは第６波、第８波

です。オミクロン株が主体になったというところでございまして、これらの対応人員が日ごとに変わっ

ているわけなので、この辺の推移を１８ページに表で示しているところです。 

 その後も、第Ⅰ期、第Ⅱ期、第Ⅲ期というふうにフェーズを分けて書いているところでございます。 

 ２５ページには、関係機関との連携の会議体制を簡単にまとめているところでございます。 
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 ２７ページ、情報管理・リスクコミュニケーションという項目を入れています。 

 ２８ページ、第４章、健康危機管理体制の基盤整備の検討ということで、具体的にではどうしたらよ

ろしいのかということで、提案と申しますか、ある程度基盤整備の体制の構築について考察している部

分がこの辺にございます。 

 ３６ページをご覧ください。感染状況に応じた健康危機管理体制、当然、フェーズによっていろいろ

変わってくるわけでございます。ここでフェーズ１からフェーズ３と分けておりますが、フェーズ１は

確定的な情報が出る前で、フェーズ２が流行のごく初期で検査体制もまだ十分立ち上がっていないと。

フェーズ３は流行が始まってきているという時期でございまして、こういうふうに分けて記載している

ところでございます。 

 業務体制については、３９ページ。今のフェーズ１、２、３、それぞれに合わせて業務体制、記載を

しております。関係機関との連携、情報管理につきましても、４０ページ、４１ページに記載があると

いうところでございます。 

 第５章についてです。今後の課題と取組というところでございますが、まず、健康危機管理体制の基

盤整備の位置づけ等というところがございまして、健康危機管理体制の基盤整備に係わる各種計画との

整合性を確保するということで、仮称、健康危機管理対策計画をはじめとした、諸計画との整合性を確

保していく必要があるという旨を記載しております。また、いわゆるＢＣＰ、業務継続計画、こちらと

の連関性につきましては、そこの（２）に記載しているところでございます。 

 ４３ページの（３）でございます。保健所等による既存の手引書、マニュアル等の更新ということも

記載しているところでございます。 

 実効性の担保と定期的なレビューということでございまして、実効性の担保を記載しているところで

ございます。定期的なレビューというのは、外部の有識者等の知見も踏まえまして、検討を継続してい

くということを記載しているところでございます。 

 予算措置等につきましては、その次の３番、４４ページです。予算措置について、物資・場所・シス

テム等の確保・維持管理等について記載しております。 

 最後に、結語として、今後の健康危機管理体制の基盤整備に向けてというところでございますが、こ

こを読ませていただきますと、今後の健康危機管理体制の基盤整備においては、速やかに危機管理体制

に移行を図ることができるよう、実効性の高いより具体的な内容を示した健康危機管理対策の基本的指

針の策定に向けて事務局体制を構築し、「品川区新型インフルエンザ等行動計画」等との整合に配慮し

ながら、準備を進めてまいります、という形になっております。 

 第２部が新型コロナウイルスワクチンの接種編でございまして、４７ページは接種事業の概要で、ご

承知のように今時点では特例臨時接種という形でやらせていただいております。初回接種、追加接種、

いわゆるブースター接種、その後の追加接種、４回目接種、そしてオミクロンワクチンが令和４年の９

月から、小児の接種も始まりました。それで、令和５年の春接種で、今やっているのが令和５年の秋開

始接種というのをやっております。こちらは来年度から定期接種、２類に変わるという形になっており

ます。 

 その次、５１ページでございますが、これはワクチン接種の体制について、時系列で書いておりまし

て、各種の応援体制等も５２ページ記載がございます。 

 ワクチン接種の業務体制でございますが、５５ページに、時系列での接種券の発送のスケジュール等

が記載されているところでございます。 
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 あとは、５６ページに、オンライン申請のほうのスタートと終わりのスケジュールが示されていると

ころでございます。 

 その後、各配慮の必要な対象者、例えば高齢者、障害者等、あるいは小児等につきましては、６２

ページ、６３ページに記載がございます。 

 予約・相談体制については、予約システム、また、コールセンター等々設置しております。このコー

ルセンターの回線数等も６７ページに時系列で表示しているところでございます。 

 また、広報の掲載状況は７０ページに記載がございます。 

 ワクチンの保管・供給、管理につきましては７１ページで、医師会等との連携、ワクチン接種につい

ての連携については７３ページ、７４ページ辺りに記載がございます。 

 最後、新たな感染症に対する予防接種体制の検討ということでございます。平時の体制の検討でござ

いますが、今回、コロナワクチン接種、非常に短い期間での導入ができたということでございまして、

全ての国民への接種が決定したという形になっております。こうした動きに対応するために、ワクチン

接種体制の業務量を適切に見積もれるよう、予防接種担当部署の強化を図ることが必要でございます。 

 あとは、真ん中の辺りですけれど、予防接種事業に関する両医師会および薬剤師会との定期的な情報

交換、これもなかなか重要であるということを記載しているところでございます。 

 以上で本編のほうは終わりでございまして、資料編がこの後続いております。先ほどの年表、あるい

は対策本部のスケジュールなど、かなり細かい部分まで記載しておりますので、後ほどご覧いただきた

いと思います。 

○松永委員長 

 説明が終わりました。本件に関しましてご質疑等がございましたらご発言願います。 

○筒井委員 

 こうした過去の検証とこれからの対策について検討されるということは非常に重要かなと考えている

のですけれど、これ、ちなみにこのこうした検証と報告書を出すというのは、区独自の判断でこれをや

ろうとしたのか、それとも何か国の指導とかあって、こうしたことをやろうということになったのか、

その点お聞かせください。 

○坂野保健予防課長 

 国とか都からやりなさいみたいな指示は出ていない。 

○舩木生活衛生課長 

 実はこの検証報告をまとめるに当たりましては、保健所の庶務担課である生活衛生課のほうでも中心

になって動いておりましたので、若干補足的な説明をさせていただきますと、今、筒井委員のご質問に

おきましては、昨年度、３月に実は区の中で部横断的にＰＴを編成しまして、これは危機管理部分も含

めた総務課、それからもちろん健康推進部、保健所、これを全庁的に横断的なＰＴを組みまして、やは

りこういったコロナの様々な対応について、しっかりと記録、事実の収集であるとか、対応の記録であ

るとかということをまず、残す。そしてそれをいろいろな形で評価し、検証し、今後同様のいろいろな

危機管理事象が発生したときに、しっかりとつなげていくといったことで、これはしっかりと区の判断

で、まとめておきましょうということでキックオフをして動いてまいりました。この間いろいろと、今、

冒頭に理事者報告させていただいたような動きの中で、約１年間かけまして、今回、この場での報告書

という形でまとめ上がったという状況でございます。 

○筒井委員 
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 すばらしい判断かと思います。ちなみになのですけれど、他の区とかでもこうしたことをやっている

とかという情報というのは何か、状況把握されていますでしょうか。 

○坂野保健予防課長 

 全ての、東京ですと世田谷区がまとめている部分があるのですけれど、ただ、もうちょっとシンプル

な感じかなと。あと、都外ですと神戸市とか大阪府とかが似たような感じでまとめているかなと思いま

す。 

○秋山保健整備担当部長 

 ここまで体系的にしっかりまとめているところはないと思います。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等ございましたらご発言願います。 

○ひがし委員 

 この報告で、すごく区として取り組んでくださっていて、いいなと思うのですけれど、逆にこんなに

しっかりとまとめてくださったのだからしっかりと活用していただきたいなと思うのですが、具体的に

各種計画に整合性が取れるように盛り込んでいくという言葉があったのですが、具体的にどういうふう

に進めていくのかなという、今後のこのせっかくまとめた報告書の活用の仕方というところを１点確認

していきたいというのと、あとは１枚目に書いてある、今後の予定のところで報告書の公表と書いてあ

るのですけれど、この公表というのは区民なのか所管なのか議員なのか、どの辺りまで公表していく予

定なのかというところがもし分かれば教えていただきたいです。 

○舩木生活衛生課長 

 まず、１点目のご質問につきましては、来年度から事務局体制を構築した上でという説明いたしまし

たけれども、実際には第４回定例議会で原案可決いただいていますような組織改正というところで、実

は地域医療連携課というのを健康推進部内に設けまして、しっかりこの辺り平時の対応、それから備え

も含めて対応を取っていくという動きなのですけれど、具体的なところを申し上げますと、報告書

の３８ページをご覧いただきたいと思います。ここに、今後のこういった有事のこういった危機事象が

生じた場合に、どういった組織体制を取っていくことが好ましいかということを提言したものになりま

す。区の一般的な災害対策ですと、例えば教育委員会が避難所対策部というふうに移り変わって対応し

ていくとか、そういう流れもございますけれども、今回のコロナの健康危機管理体制におきましては、

もともとその通常時よりいわゆる保健所、健康推進部が感染症というのは対応してきたものでございま

したので、全庁的に、保健所とか健康推進部に人を送り込んでいって支援していけばいいというような、

そんな体制で令和２年度から進んできたのですけれども、ただそういった中で、本当にこの感染症が

刻々と状況が変わっていき、そして本当に感染の波も多くて、本当にご存じの委員の先生方もいらっ

しゃると思うのですが、本当にそういった中では、やはり組織立ってしっかりと対応していくという意

味では、保健所は保健所で本当に現場でしっかりとその患者支援であったり、入院調整であったり、そ

ういったところにしっかりと向き合う、そして、例えば物を買うとか、契約をするとか、人の手配する

とかというところは、しっかりそういった組織支援体制がバックアップをするというような組織体制が

やはり必要ではないかというふうな、そういうことを模式している図になります。 

 なので、この間、そういった意味であまり類を見ない事例だったということもあるのですけれども、

保健所が物品も買う、それから人の手配まで、応援のオーダーまで出すといった中で、やはりいろいろ

な業務をやっているという状況も様々ありましたので、やはりそうするとなかなか、本当に保健師さん
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も含めて専門職もいろいろというところがあります。なので、一番はやはり、業務も本当に専門職でな

ければ担えない部分、それから、緊急の場合に事務職でも代わりが利く業務とか、そういういろいろな

業務の整理づけをして、しっかりと様々人の体制とか、あと肝要なのはやはりこういったものが人事異

動とかで風化しないように、やはり忘れ去られないように、誰が異動してもこういうことを踏まえて、

全庁で共有して、これは区だけではございませんし、いろいろな医療関係者とか消防関係者とか、オー

ル品川というのですか、何も区役所の中だけでの出来事ではございませんので、こういったところを

しっかり整えていきたいということが３８ページに示してあります。 

 それから、２点目につきましては、これは区民の方にしっかりと公表をして、しっかりと区としてこ

ういうふうに、これ、全国の自治体でも本当に先行してここまでまとめているというのはなかなかない

というふうに思っておりますので、本当に、当時はここまで記録をしようと思って仕事はしていないの

で、本当にそういったいろいろな記録を、本当に保全できる記録をしっかりと協力の下に、介護福祉関

係とか、子育て部門とか、いろいろご協力いただきながら、仰ぎながら、まとめ上げることができまし

たので、しっかりとその点は今後につなげていきたいというふうに考えております。 

○ひがし委員 

 本当に内容を見ていても、時系列で書かれているところとかもすごいまとめるの大変だったのではな

いかなというふうに思うのですけれど、こうやって先行事例としてしっかりと資料でまとめていただい

て、さらにやはり、組織支援体制というところで新たな取組、体制をつくるというところまで取り組ん

でいただけているということが確認できたので、安心をしております。 

 また、公表の部分につきましても、区民の方に公表していくということだったのですが、いつも課題

になっている、どのように公表、認知をし、広めていくのかなというところで、何か今の時点で考えて

いるところ、区民へ幅広く広めていくための方法などについて検討状況を教えてください。 

○舩木生活衛生課長 

 公表の方法につきましてはこれからというか、もちろん広く知っていただくということございますし、

ホームページはそれはもちろんなのですけれども、プレス的なものも含めて、品川区、しっかりこうい

うものをまとめたものをしっかりと今後に活かしていく用意をしているということを知っていただく方

法を考えたいと思います。 

 それから、１点だけすみません、答弁漏れございましたけれども、具体的な計画にどのように結びつ

けていくかということに関しましては、既に２００９年の新型インフルエンザのときに、新型インフル

エンザ等行動対象計画というものをつくっておりまして、そういった既存の計画との整合性も図ること

も必要ですし、これからまた、保健所では健康危機対処計画というのをまた、新たに今後作成していく

ことになっておりまして、そういった既存の計画、それから今後策定していく、国が求めている諸計画

との整合をしっかりと図りながら、区としても整えていくというふうに考えております。 

○ひがし委員 

 この４２ページに書かれているように、各種計画のところについては、見直し検討、また、更新をし

ていくというところなので、定期的に行ってくれるのではないかなというふうに認識をしております。 

 あとは区民の方へ広め方というところも今後検討していくとは思うのですが、この紙をどさっと見せ

られても、なかなか読んでいくのが大変かなと思ったりすると、分かりやすくまとめられていたりとか、

一般の方々が読んでも分かるような内容というところにまとめるということも大切なのかなというふう

に思いますので、その点については、要望とさせていただきます。 



－33－ 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○鈴木委員 

 私も、コロナの感染が始まったときとか、ずっと厚生委員会で所属しておりましたので、本当に区の

職員の皆さんが大変な実態というのは、ご報告もいただきながら、職員からもお話も伺いながら、特に

保健予防課長とか、本当に大丈夫かしらと思うぐらい心配するような状況でしたし、保健師たちも本当

にもう毎日毎日、もう深夜遅くまでお仕事されていて、議会の中でも質問したときに、過労死ラインを

ずっと超えるような残業が、多分平均でも１年半以上、平均でそういうふうな形でずっと続いてきて、

多い方ですと２００時間を超えていたという状況が続いているということを伺っていましたし、０時を

超える残業というのもすごいたくさんありましたし、最大のとき、私も議事録見ましたら、最も遅い退

勤時間は午前４時５６分という、部長からの答弁もあったぐらいだったので、本当に大変な中、職員の

皆さん本当にお疲れさまでした。いろいろなところからの応援も、態勢も取りながらということで乗り

切ってきたというのがあったなというふうに思うのですけれど、未曽有の感染症というところでの対応

が、本当に大変な状況だったなというのは、議会のほうから見ても本当に感謝とお疲れさまでしたとい

うのを心から申し上げたいなと思っています。 

 そういう中で、今回のこういう報告書が国のほうからも求められているのかなと私は思ったら、区独

自にこういう形でつくられたというふうなことでは、本当にすばらしいなと思って、このことについて

もすごく評価をさせていただきたいなと思っています。 

 それで、具体的なところで伺いたいと思います。本当にこういう形で、次に対しての教訓として生か

していくということで、これだけ大変な状況を乗り越えてきて、それを教訓としてまとめていくという

ことはすごい大事なことだなと思っています。 

 改めて伺いたいのは、この策定までの経過ということで、区および医療総合関係者で構成する検討委

員会を設置して、検証結果および体制整備を点検・評価・見直しを行ったというふうなことで書かれて

いるので、この検討委員会のメンバーというのは、具体的にどういうメンバーで何人くらいで行ったの

かということを伺いたいと思うのですけれど、そこら辺のところも、普通だったら検討委員会がつくら

れたら、検討委員会のメンバーみたいなのがこの報告書の中にも大体載っていることが多いのですけれ

ど、この報告書の中にはその検討委員会のメンバーというのは載っていないのではないかなと思ったの

ですが、それは載せられない事情というか理由とか、私は載せていただいたほうがいいかなと思うので

すけれども、その点についても伺いたいと思います。 

 それと、今回のコロナで大変だったのは、品川区の保健所を中心とした職員皆さん、すごい大変でし

たし、これを受け入れる医療の現場というのもすごい大変でしたし、救急隊のところも救急搬送困難事

例というのがもうすごいたくさん出て大変だというふうなところがありましたので、こういうところが

入ったというのは当然かなと思うのですけれど、それと同時に、介護の現場というのもすごい大変だっ

たと思うのです。だから、介護とか障害者福祉とか、そういうところも検討委員会の中に入ったほうが、

クラスターが出たりとかいろいろ大変だったと思うのですが、そういうところも踏まえた検討がされた

ほうがよかったかなと思ったのですけれど、介護の分野のところからはなぜ入らなかったのか、その点

についても伺いたいと思います。 

○舩木生活衛生課長 

 １点目のご質問でございます。検討委員会の委員の構成につきましては、区の理事者と、あと、両医
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師会のほうに推薦という形でいただきまして、これは町なかの診療所の先生方なのか、それとも病院の

いわゆる先生方なのかというところ、なかなか区のほうでも指定ということではなく、推薦いただく形

で両医師会から２名ずつ赴任をしてきていただいて、あと薬剤師会、それから消防の関係で２名ほど委

員に加わっていただきまして、計１５名の委員長を含む委員、事務局除きますけれども１５名の委員

で、２回ほど検討委員会を実施いたしました。 

 この委員構成、資料の中に含まれていないというお話につきましては、本編なのか資料編なのかは分

かりませんけれども、確かにこういった報告の中には、こういう検討体制で検討したということが、何

も隠すものではございませんので、掲載については考えたいというか、整理したいというふうに思って

います。 

 最後のご質問につきましては、確かにいろいろと、もう高齢介護、それから保育園だったり幼稚園

だったりとかと、いろいろ苦労されたところ様々でしたので、まず、今私が申し上げました委員構成と

した上で、そういった介護、高齢も含めて、そういったところにアンケートは、資料編でございますけ

れども関係機関へのアンケート、それからそのアンケートをいただく中で、少し的を絞ってインタ

ビューも実施しました。実際に聞き取りを行って、本当に様々苦労されたこととか、よかった点、悪

かった点、助かった点、それからもう少し今後はこういうふうにしたほうがいいのではないかという改

善点も含めて、非常に細かく聞き取りしましたので、資料編につきましては、回答いただいた施設が特

定されないような範囲での加工のみとしてとどめて、ほとんど生のというか、ご回答いただいたままの、

これを加工することなく、そのままいただいたような、より原文に近い内容でまとめておりますので、

そういった個人だったり関係機関が特定されないような範囲でのものは行っておりますけれども、そう

いった中で、委員の構成とはしておりませんでしたけれども、しっかりとヒアリングをした上でまとめ

たということで、報告させていただきます。 

○鈴木委員 

 ではぜひ、資料編のほうにでもそのメンバーは記していただけたらと思います。 

 あと、その（３）のところで、第三者委員による報告書の外部評価、最終点検も実施したということ

で書かれていますので、この第三者委員というのはどんな方なのか、そこのところも含めて資料編のと

ころには書いていただけたらと思うのですけれど、その第三者委員のメンバーについても教えていただ

けたらと思います。 

 それと、続けて伺いますけれど、ワクチンのところは資料編のところに、いつ、どういう方が何人ワ

クチンを受けられたというのがすごい細かく書かれていて、こんな形なのだなというのがすごくよく、

年の刻みも含めて書かれているのですけれど、感染者の状況というのが、本編の６ページのところにグ

ラフで、品川区の新規感染者の推移というところで書かれているのですが、これはもうちょっと分かり

やすく、１波、２波、３波、それぞれに何人だったのかという形でまとめていただいているような場所

はどこかにあったでしょうか。なかったらそういうところもぜひ、どれぐらいの感染者がいて、それで

亡くなられた方の人数というのが書かれていなかったような、どこかに……、それは書けないものなの

でしょうか。どれぐらい亡くなられたのかという、コロナで亡くなられた人数というのも分かったらい

いかなというふうに思ったのと、それから、この感染実態みたいなのがもうちょっと分かるようなとこ

ろがまとめていただけたら、例えば介護の施設でクラスターがどんなところでどれぐらい起こったかと

か、学級閉鎖がどれぐらい起こったかとか、そういう感染の実態というのがもうちょっと見える化して

いただけたら、少し知りたいなというか、感染の実態というのが分かる、こんなに大変な感染の実態
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だったのだなというのが分かるような形でまとめていただけたらなというふうに思ったのですけれど、

その点についていかがでしょうか。 

○秋山保健整備担当部長 

 感染症のほうの対応なのですけれども、正直、あのさなかで記録を体系的に残すということができて

いないというのが、なかなか難しいところなのです。それで、感染者の推移というのは、これは毎日報

告をしていたものですから取れるのですけれど、例えば死亡者などは、実際何で亡くなったかというの

が後になって分かったりするので、正直分からないのです。なので、当然その、記録として残しておく

ということはやりたかったのですけれども、そもそもその記録が取れなかったり、その最中で体系的に

残していなかったりということもあって、今回ということになる。それで、ワクチンのほうは、比較的

接種券があってＶＲＳがあってというので、後々からデータがもう遡れるのです。なので、比較的細か

くデータのほうは出せているというところでご理解いただければと思います。 

 第三者委員会ですけれども、３名ほどおられて、一人は、これは東京都ないしは自治体で感染症の対

応をされた医師の方、それからもう１人は東京都のＯＢで、東京都の福祉保健局の部長をされて退職を

された方、それからもう１人は、荏原病院の感染症の対応ドクターの方の３名をお願いいたしまして、

最終的なレビューをしていただいたということで、これについても検討委員会の名簿とともに載せられ

るように調整をしたいと思っております。 

○鈴木委員 

 では、一覧表でいつもこう出していただいて、亡くなられた方が累計で何人みたいな感じで、途中ま

ではずっと表で出していただいていたと思うのですけれど、でもトータルではなかなかそこの人数とい

うのも難しいという状況だということなのですね。 

 また、多分、高齢者福祉課だったりとか、障害者支援課だったりとか、課ごとでも、例えばクラス

ターは５人以上ということですれば、５人以上のクラスターがこういう施設で何か所感染が起こったか

とかというのは、課ごとでもなかなか分からないものなのでしょうか。あと、学校とかでも結構どれぐ

らい感染者がいたかみたいな、よく一覧表で議員にも提供していただいていたのですけれど、ああいう

形でカウントされていた部分というところもまとめられないものなのかなと思ったのですが、そういう

ところでもなかなか難しい。 

 それからあと、これは棒グラフでは出していただいているのですけれど、結局これを全部足した数が

感染者ということで考えていいのか。そこら辺のところも、その感染者が何人というところも、多分こ

のグラフだけだと思うのですけれど、そこのところも、何かこれを自分で計算しないといけないのかな

という感じなので、そこら辺も見えるような形にならないかなと思ったのですが、その点についてはど

うでしょうか。 

○坂野保健予防課長 

 患者数の６ページのグラフです。結局、２回感染した方がいるので、２回目なのか１回目なのかのカ

ウントが出ない。特にオミクロンのときとか２回目の方がすごく多かった印象があります。だから、肝

心な人数は足し上げても出ない形にはなります。 

○阿部品川区保健所長 

 患者さんのカウントの仕方につきまして、例えば品川区民の方が在宅で発症された場合は品川区で把

握をしていますけれども、例えばお隣の、よその区で入院中で発症された場合には品川区に届出が来ま

せんで、他区の管理となります。というようなことがありますので、区民の方の正確な感染者数という
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のは、当時も実は把握できていない、ただ、医療のニーズにはきちんとお応えするという形でやってま

いりましたので、その辺は確定しないということ。 

 それから、今はもう止まってしまいましたけれども、後半はＨＥＲ－ＳＹＳという、新型コロナに特

化した感染症患者の把握システムがございましたけれども、当初はそういったものがなくて、既存のシ

ステムの中で特例的に扱っておりましたので、その辺が適切に出てきていたかどうかというのが、今に

なってはその辺を合算するような仕組みのところが、先ほどのワクチンのような確実性のある数字とい

うものが得られにくくなっております。 

 それから死亡に関しては、死亡届というのを保健所にいただくシステムはございませんので、後でそ

の登録をしていた方が亡くなったので登録から下ろすというときに初めてそういった情報が分かります

ので、感染してから大分長く入院されてから亡くなられたというような場合に、やはりコロナそのもの

のことなのか、もともと他のご病気があってのことなのかというようなところまでは分かりかねること

もありまして、そういったことがありますので、患者の数の把握については、現時点である程度正確を

期するところの範囲ということで記載をしているところでございます。 

○鈴木委員 

 分かりました。グラフで出していただいているので、グラフで出していただいたところは延べの患者

数みたいな形でも、何人かというところで、１人で２回、３回と感染する人もいたとは思うのですけれ

ど延べ患者数ということで、それも多分、品川区の病院にかかった人ということなので品川区民という

ことではないという、そういうことも注釈で入れながらも、品川区の病院で感染が明らかになったこの

グラフを、数字として分かりやすいような形で出していただけたら、このグラフだけだと、数として何

となくつかめないという感じがしたので、そこのところは工夫をしていただけないかなというふうに思

うのです。 

 それと、やはり今回のコロナを通して、本当に保健所が大変、保健予防課長はじめ、保健所の体制と

いうのが大変だなというところを思ったのですけれど、でもそれは、日常的にもすごく保健師たち含め

て保健所、それから保健センターの業務がすごい大変な中に加えて今回のコロナが襲いかかったという

ふうな形なので、よりもう本当に大変だったと思うのです。 

 もう、過労死するのではないかと心配になるぐらいの大変さだったと思うのですけれど、そういうと

ころから様々な教訓ということで、これから保健師たちも、事務のところは事務で補えるようにという

ふうに、これまでも何か保健師たち、事務的なことまですごく、仕事の中で保健センターも含めてやら

なくてはいけなくて、本当だったらもっと保健師の専門のところに特化した仕事であるべきなのに、何

かそういうところもなかなかその事務の仕事までもやらなくてはいけないということは伺っていたので

すけれど、そういうところは、保健センターとかも含めて、これからは専門職として、専門職でなけれ

ばできないような仕事ということで整理されていくのかということも伺いたい。 

 それと、何度もここでも申し上げているのですけれど、やはり保健師の数が品川区は２３区の中でも

本当に少ないので、そこのところは、今回のコロナを通して、やはり保健師は確保していきたいとずっ

と答弁され続けているのですが、なかなかそれが改善されていかないので、ここの中にも、ぜひその保

健師の増員というところもぜひ入れていただきたいなと思っているのですけれど、その点はいかがで

しょうか。 

○阿部品川区保健所長 

 すみません、再度のご説明になりますが、感染者の数につきましては、実は何波、何波というのも大
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体の傾向で、日にちを分けてこのようなグラフにいたしましたけれども、定義があるわけではございま

せん。なので、これを別の形にしてもあまり精度が上がるかどうか分かりませんので、その辺は最終稿

までのところで一工夫させていただきたいと思います。 

 また、保健師につきましては、最終的には派遣で人材確保、どの自治体もいたしまして、かなりいろ

いろな業務を分けてやっているところではございます。また、もちろん、本来といいますか専門性が高

い業務以外のところをなるべく事務に振り分けるというようなことも、今回の組織改正を踏まえた対策

については検討してまいります。 

 ただ、私も専門職でございますけれども、行政の中で働く以上、専門職が専門知識のみを使った仕事

をしておりますと、どうしても区政全体が見えづらくなりますので、やはり本来事務でもできる仕事を

忙しいのに保健師がやるということは避けてまいりますけれども、やはりある程度、どんなふうに区民

のために区が動いているのかということを知るためには、ある程度の基本的な知識のところは共通に学

びながら、専門性が活かせるような人材配置ができればというふうに思っておりますので、そのように

考えてまいりたいと思います。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○こんの委員 

 今、鈴木委員のお話というか質問に少し関連しているところから、いわゆる事務の対応でできるもの

は事務、専門性のあるところは専門性のという組織体制、非常に大事なことだと思います。まず、この

報告書、ありがとうございました。議会のほうでも、我が会派からは、このコロナの対応について検証

をして、次につなげていただきたいという区長要望もしたこともございますので、そこからこのような

形で報告書をつくっていただいたのだなといったところまず、御礼申し上げます。ありがとうございま

す。 

 その中で、今申し上げたところからいきますと、そうすると、この報告書を見させていただいて本当

にそうだなと思ったのが、各部署から応援態勢の職員の方が来てくださって、やってくださるのですが、

その、今日はどういう業務をしていただくのかというこの引継ぎとか、その時々の対応していただきた

い業務が、細かく説明がなし得なくて、なかなか業務にスムーズに行くことができなかったという、こ

うしたこともあって、当然そうだろうなと思うところなのですけれども、そこのところが今後、いわゆ

る、きっちりは分けられないにしても、マニュアルをつくって対応していきますみたいなことも書かれ

ているので、そうしたきっちりかっちりのマニュアルではないにしても、今回課題となった、その引継

ぎ事項とか、ここの部分は業務的には事務職の職員の方でもできるなというようなところの、このマ

ニュアルをつくっていくという理解でいいでしょうか。 

 例えば、細かいことなのですが、コロナにかかってしまった方のお宅に届ける食材手配だとか、もう

本当に東京都あるいは国が、何歳から何歳までが自治体ですよとか、コロコロ変わってそれを対応する

のは本当に大変だったと思うのですけれども、そこのところの、そうした細かい事務作業のところが今

回明確に分かった、そういう、在宅で療養しなければいけない方の対応みたいなところの、そうしたも

のもマニュアル化して、今後の業務にスムーズにいくようなものをつくろうとされているのか、その点

をまず、お聞きしたいと思います。 

○舩木生活衛生課長 

 今の委員のご質問ですけれども、まさにそういった部分もしっかりとマニュアル、計画もそうですけ
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れども、今回のいろいろな対応を踏まえて、組み入れるものは組み込んでいくというところも考えてお

りますし、もちろんこの報告書の中により盛り込まれていたほうが好ましいものというのは多々あると

思うのです。ただ、この検証がこれ自体で完結するものではなく、今後やはり、ありますように、今後

の健康危機管理の基盤を整備していくための礎となるものとして、まず、しっかりと区としてまとめた

というところで、今後、区もそうですし、関係機関それから区民の皆様も共に一体となって、区民の生

命というか健康を守っていくというような、そういったマニュアルだったり計画だったりということに

結びつけたいというふうに考えております。 

○こんの委員 

 この大変だった、この実体験をより反映できる、そうした今後の体制をつくっていただけるものにな

るということで理解をしました。 

 それで、ここの報告書についての項目４番で、今後の基盤整備に向けての中に、健康危機対処計画等

を整合性を図りながらと。先ほども少しご説明あったのですけれども、そうすると、これは新たな計画

を立てるということなのでしょうか。新型インフルエンザ等対策行動計画というのも、先ほど整合性を

持たせながらといった、それはそれで、今回の検証ので健康危機対処計画というものになるという理解

でいいでしょうか。その点お聞きします。 

○坂野保健予防課長 

 感染症法が令和４年の４月に改正されたのです。その中で、各保健所ベースで健康危機対処計画を策

定せよということが、正確には感染症法の改正に伴う地域保健法の改正ではあるのですけれども、とい

うのがございます。それで今、各自治体動き出しているという状況でございます。 

○こんの委員 

 ということは、別物でつくられるということですね。だからこの報告書がベースとなってつくられて

いくということ。分かりました。その中でそうすると、細かいことなのですが、第２部のワクチン接種

編のほうなのですけれども、例えば５２ページのところで、予防接種の予約申請、これについてのサ

ポートをしてくださった、時系列的に庁内応援体制というのが出ておりますけれども、本当にここも緊

急要望を上げてすぐに対応してくださって、３階のプラッツァのところでテントを張って、そうしたと

ころでもやってくださったりということなのですが、これ、今後は、この体制も今後も電子申請のこと

というのはされていくと思われますけれども、この今回の対応と、１３地域センターのほうでも少し体

制も取ったと記憶しているのですけれども、やはりより、この電子申請が、なかなか自分ではできませ

んよと思われる主に高齢者の方々が、ご自宅近くのところでサポートができるとありがたいなという声

もありましたので、そうしたことも含めて対応を考えていく、今後のこの健康危機対処計画の中に盛り

込まれるといいなというふうに思っているのですが、その辺はこの検証から見てこの辺はどうなってい

るのかが１点。 

 それから、接種会場なのですけれども、最初は集団接種会場を本当により多くつくっていただきたい

ということで、緊急要望をしながら、場所を確保していただいてといったところで、最後は個別接種と

いう形で、各医療機関での対応もつくってくださって、本当にありがとうございました。 

 この集団接種会場について、今後こういったことも考えられるのではないですかというところで、よ

り駅に近いところでの場所を設定できたらというところがあったかと思うのですけれども、これは例え

ば大井町のアトレなども、今後のこの業務提携みたいなところで、そこの何階ですか、広場をお借りし

てできるような体制みたいなものも、今後そういう民間事業者とも、場所の確保のための提携なども結
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んでいけるといいなと思うところですけれど、このところはどんなふうに考えていらっしゃいますで

しょうか。この２点お願いします。 

○濱中新型コロナウイルス予防接種担当課長 

 ワクチン接種体制の質問を２点いただきまして、まず、１点目です。予約サポートについて、委員

おっしゃられたように５２ページと、区民サポートの案件が６８ページのほうに掲載しておるところで

ございます。当初は、委員おっしゃるとおり、３階のプラッツァで、職員のほうで予約サポートさせて

いただきまして、令和４年１月からは、各地域センターも含めて委託事業者も活用した予約サポート、

接種体制のご相談等を委託業務としてやってまいりました。 

 ＤＸ化も、接種券ですとか予約ですとか、そういったものについても区電子申請システムを中心に進

めていきますが、それだけではなくて、なかなかこのシステムに対応が難しい方、いらっしゃいますの

で、そういった方にも配慮した体制を、今後の臨時接種の体制について検討をしていく必要があるかと

思っております。ＤＸ化もそうではない方の接種の支援のほうも、両方必要だと考えております。 

 次に集団接種会場でございます。集団接種も、委員ご指摘いただいたように、５８ページのほうに集

団接種の在り方、また、拡大の仕方、最後、個別医療機関へ移行していく、その流れのほうも課題を含

めて、また、今後の検証を含めて整理しているところでございます。 

 あと、集団接種会場を開くには、まずは区の施設だけでなくて、民間施設のほうの活用も重要かと

思っております。あと、なかなか区内の医療機関のバランスですとか、集団接種会場に使える区有施設

のバランス、そういったものを加味しながら、どこにいつまでどの規模で集団接種会場を設置しようか

という検討が必要になると思います。もちろん駅近くに、便利なところがいろいろなところにあったら

いいというところもございます。駅近には個別医療機関様もご協力いただいて、医療機関等もございま

すので、またお貸しいただく民間企業様もあるかというところもございますので、まず、そういったと

ころに、まず、今回ご協力いただいた法人様、団体様、また、今後ご協力いただける、そういったとこ

ろも含めて、集団接種会場の設置については、今後整理して検討していく、また、さらに見直しをして

いくことが必要だと思っております。 

○秋山保健整備担当部長 

 ご質問１点目の、対処計画にワクチンのという話なのですけれども、健康危機管理対処計画にはワク

チンの中身は入ってございませんので、それは盛り込むということはありません。それから、ワクチン

接種は今回、第２部という形で、別枠で検証させていただいた理由なのですけれども、その感染症に

よってワクチンを使用するかどうかというのは全然違うわけです。既存のワクチンなのか新しいワクチ

ンなのかということで、今回は感染症に関わるということであると、ワクチンが何が出てくるか感染症

によって違うので、今回はちょっと別立てでということが基本ですので、先ほど課長から答弁させてい

ただきましたけれども、それも、ワクチンを使うのかどうかという国の判断を受けてということになり

ますので、その駅近の集団接種会場とかというのは、この中で、そういうのがあるといいねということ

は盛り込んでありますが、やるかどうかについて具体的に動くかどうかというのは、また、その時々の

フェーズで判断しなければいけないかなというふうに考えております。 

○こんの委員 

 確かにそうですよね、感染症によってはそういう対応、ワクチンではない対応ということも考えられ

ますね。もしワクチンという対応でしたらば、この今回のことを踏まえた対応になってくるかと思いま

すが、おっしゃるとおりなので、ここの計画というところは、今回の、あったらいいなという部分と今



－40－ 

おっしゃってくださいましたが、まさにそういったところも少し盛り込んでおいていただいて、今後の、

起きてほしくないですけれども起きてしまった感染症への対応がワクチンだった場合は、その対応もぜ

ひご検討いただけるように、盛り込んでおいていただけるとありがたいかなというところで、要望で終

わります。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○やなぎさわ委員 

 まずは、ほかの市町村に比べてこういう取組をしていただいて、非常に感謝を申し上げます。 

 それで、この資料編のところの関係機関へのアンケートのところにいろいろ目を通してみたのですけ

れども、介護事業所、障害者事業所というか、結構やはり、当然保健所を含めた区役所も相当大変だっ

たと思うのですけれども、やはり事業所も大分、私もデイサービスの管理者を当時もしていましたので、

経験というか記憶があるのですけれども、それで要望に近いかもしれないのですけれども、私の管理者

をしているデイサービスで職員がコロナ感染しました。感染したのは私なのですけれど、そのときに、

その事業所を一時的に閉鎖するかどうかというか、臨時休業するかどうかという判断で、我々としては、

やはり職員が１人コロナに感染したので、利用者の方が不安があるだろうということで、自主的に１週

間休みにしたのです。そうなると、品川区の総合事業、通所介護の場合は基本、月額の介護報酬制度に

なっているということで、日割りになってしまうのです。事業所の都合で勝手に休んだという扱いに

なってしまって、日割りになってしまうと、総合事業の収入が結構下がってしまって、１週間やめると

多分１５％から２０％ぐらいその分の売上げが下がってしまうのです。ただ、例えばそこで自主的に営

業をストップしないで継続していた場合、仮に例えば利用者の全員がコロナ怖いから行きたくないよと

いって行かなかったとしても、それは利用者が勝手に休んだという扱いなので、送迎分だけマイナスに

なるだけで、月額の基本報酬はもらえるのです。引かれないというようなことになるわけです。 

 つまり、利用者の立場に立って、これはやはり自主的にお休みしようというふうに、ある意味気を

遣ってやったところは報酬ががくんと下がるのです。でも、いやうちはやりますよと、職員がコロナだ

ろうが継続しますよというふうにすると、売上げはそんなに下がらないというようなことになってしま

うという、非常に不条理を感じた経験がありまして、こういったことに対して、せっかくこういった報

告を上げていただいているので、恐らく今回のアンケートの中でそういった声があったのかどうか分か

らないのですけれど、こういう感染症とかに対しての対応で、休まざるを得ないとか、そういったこと

があったときに区の対応、例えば、直近で言うと最近インフルエンザがはやっているということで、去

年の１２月に、私の所属している施設で職員が二、三人、インフルエンザに同時にかかってしまって、

人数的に職員配置上の運営ができないことになってしまって、臨時休業したのです。当然それも結局は、

施設が勝手に休んだという扱いなので、総合事業に関して日割りになったというようなことがやはり

あったりして、コロナのときも含めてなのですけれど、その辺やはり、何とか区のほうでそういう状況

に応じての対応をできないかなという。 

 そういうことがあると、このアンケートでやはり、感染症が蔓延することで収入が下がることを懸念

している事業者が結構いると思うのです。ちょこちょこ書いてあるので、そういったところの安心材料

につながるのではないかなというふうには思うのですけれども、何かそのことに対して考えていらっ

しゃることとかあれば、ご意見というか、お願いできればと思います。 

○菅野高齢者福祉課長 
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 コロナ感染が流行したときに、事業者からそういったご相談、きっと区のほうにもあったと思います。

デイサービスの事業所によっては、期間を決めてお休みをしたというのもあったというふうには、私の

ほうも認識しております。今、総合事業ということを例に挙げてご説明していただいたのですけれども、

総合事業のほかに、国のほうの介護報酬で決まっている介護事業もほかにもございますので、まずは国

の方針といったものにのっとって区のほうも対応してきたという経過もございますので、その辺りのと

ころ、今回のアンケートやいろいろなインタビューの中では寄せられたということは、認識しておきた

いとは思っております。 

 区としては、少しでも介護サービス継続できるようにというところで、例えば令和２年度においては、

介護サービスの事業者がサービスを続けているという中で事業継続支援金をお渡ししたりとか、あとは

ＰＣＲ検査や抗原検査キットなども、東京都がＰＣＲ検査やったので主に区は抗原検査キットという形

でお配りしたりなどして、少しでも、従業員の方がコロナに感染したことが分かってそこが蔓延しない

ようにとか、予防の部分での支援などもさせていただいた経緯もございますので、いろいろ、事業者の

声を今後も聞きながら、介護事業計画のほうにも感染症対策というところで、そういったプロジェクト

の一つとしても記載している部分もございますので、今後コロナに限らず感染症対策については、備え

というところで考えていかなくてはいけない課題だと捉えております。 

○松永委員長 

 一旦まとめて質問していただければ。 

○やなぎさわ委員 

 コロナ禍において区のバックアップもたくさんいただいていたので、ありがとうございます。そう

いったものを広く周知していただけると、いろいろな福祉事業所、介護事業所は心強いかなというふう

には思います。 

 あと、これは少し確認なのですけれども、令和３年、２０２１年の夏、第５波のときに、私の管理者

をしている事業所で職員がコロナになったということで、濃厚接触に疑われるような職員とか利用者の

方を、事業所、デイサービス１か所に集めてＰＣＲ検査を実施したのですけれども、そういったことと

いうのは、この第５波のとき含めて、継続的に今でもやられているような、区の対応なのか、今はそう

でもないのかということ、もし分かるのであれば教えていただけますか。 

○菅野高齢者福祉課長 

 その辺りのところ、区もいろいろ協力しながらやった経過があるのかもしれないのですが、ＰＣＲ検

査は基本的には、例えば入所施設などは東京都のほうで週に１回、今でも検査という形の助成というか

委託をして、施設で多分週１回検査やっているというふうに、今年度中続いているとも聞いております。 

 ただ、その通所事業所については、もしかして対象ではないかもしれないので、そういう地域密着型

の通所事業所とかそういったところに、東京都の検査の対象に入らない部分の事業所につきましては、

区のほうで抗原検査の検査キットを持っておりますので、お問合せいただければそちらのほうお渡しす

るなどさせていただきますし、そういったところで漏れがないようにというところでは協力させていた

だいております。 

 委員のお話のあった、ＰＣＲ検査を１か所にというところの部分については、記憶がないのであれな

のですけれども、対応は何らかの形でいろいろと、波がいろいろあったので、どこかでそういう対応は

取られたのかなと思うのですが、その辺りまた、すみません、もう１回確認をさせてもらいますけれど

も。 
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○やなぎさわ委員 

 そうですね、第５波のときに、我々の施設は恐らく保健師が非常に大変だったのか、我々の施設

に３０名ぐらいの該当する利用者を我々の施設の車で連れてきて、全員椅子並べて座ってもらって、保

健所の方がいらして、そこでＰＣＲ検査をするというのをやったのです。恐らく保健所の方も非常に多

忙で、そうせざるを得なかったのかなと思っていたのですけれど、それが継続されているのかどうか、

結構これぐらいのスペースで、３０人ぐらい椅子並べてやっていたので、そういう感じのものが今もあ

るのかなというふうに思ったので、私の記憶違いかな、すみません。もし何かあれば。 

○阿部品川区保健所長 

 すみません、当時その現場に従事していたものが、今、厚生委員会に出席している理事者の中にはお

りませんので、その今、委員のご指摘の検査そのものについてはちょっと確認が難しいのですけれども、

時期と状況を考えますと、その時期ですともう個人の方の濃厚接触者については、保健所ではとても追

えるような状況ではございませんでしたので、高齢者の方がご利用される施設でそういったことが起き

たということで、何とかその検査の場を捻出して検査を実施させていただいたというようなことではな

かったかというように推測しております。 

 その後、濃厚接触者という概念も、この間、どんどん変わっておりますので、もちろん現在はそう

いった概念もございませんけれども、ただ引き続き、都と区のほうで施設に対しては、必要に応じた検

査ができるよう、態勢がまだ続いているということでございます。 

○舩木生活衛生課長 

 今のやなぎさわ委員の案件かどうかはあれなのですけれども、品川区のほうでＰＣＲ検査センターと

いうのを持っておりまして、令和２年の５月から開設したものなのですが、その検査センターのものは

役所の第二庁舎の駐車場に開設していたのですけれども、そこに来られない方、いわゆる高齢であった

り、様々なご理由で検査センターに来られない方に、ＰＣＲ検査センター側が出張検査というのはして

おりましたので、その出張検査の一環としてやった可能性があるのかなというふうに推察いたします。

区としては、そういう対応を取っております。 

○やなぎさわ委員 

 分かりました。それが悪いとかではなくて、それぐらいやはり保健所も大変だったのかということで、

やはり人員を確保する必要性があるのだなというふうに感じたというところですので、かしこまりまし

た。 

 あとは、資料編の８８ページのアンケートのところに、これは感想だけですけれど、アンケートの中

で「区議が色々な事業を手柄にしようと茶々入れてきたのを抑えてほしかった。」というアンケートが

あって、やはり私自身はこういうふうにならないように、手柄とかではなくて区民のためにというふう

に思って仕事したいと思いました。感想で終わります。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○おぎの委員 

 医療現場が物すごく大変だったという話はよく聞いていたのですが、昨日こちら全部読ませていただ

いて、品川区のほう、保健所も物すごく大混乱だったのだなというのを実感しました。反省と改善点と

いうことで、よく、データ入力、コールセンター、あと、人員配置や様々な手配がすごく大変だったこ

とが内容にもありまして、改善点としてシステム化とかデジタル化ということが幾つか出てきたのです
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けれども、今もうＨＥＲ－ＳＹＳは閉じられているということで、感染症等に特化した、こういったデ

ジタル化、また、備品、物品管理とかいろいろな、様々な受入れ管理ができるような、そういったもの

はデータ化、デジタル化でぜひやっていただきたいなとは思います。 

 あと、あちこち、区内でも入院されるとか、東京都のほうでＰＣＲ検査を受けるとか、品川区だけで

はなくて東京都全般的にデータをまとめるようなシステムとかのほうが、もしかしたらいいのかなとか

思いますので、そういった部分は東京都に働きかけて、一緒に意見を出して、ぜひ進めていっていただ

きたいと思っています。今回、こういったこと、品川区物すごくまとまっていますので、今後もし、

あったら困りますけれども、もし次回また、パンデミックが起こったときには、なるべく医療現場は人

に当たる時間を最大限で、区役所のほうではデータとか人員管理の範囲手配をスムーズに行えるといい

なと思います。 

 最後に１つだけ、今回災害のような、急に起こった大混乱の事態で、災害みたいなものだなと思いま

すが、昨今地震等も起きていますので、アルコールや衛生用品の備蓄に関しては今、区のほうではどれ

ぐらい持たれているのでしょうか。 

○舩木生活衛生課長 

 区の備蓄品につきましては、この間ずっとコロナ感染対策本部というのを立ち上げて、主に総務課の

ほうが備蓄含めてやってきましたので、私どものほうに、現存している備蓄がどれほどのものかという

のはデータがないので、答弁ができない状況なのですけれども、先ほどございましたように、国とか東

京都の方針に基づいて、感染対策を整えていくようなことが基本というかある中で、やはり区としては、

いろいろな地域の中で、日頃からの関係づくりだとか、いろいろな地域、地域にある資源の中でどうい

うふうに国や都からの方針を受け、それを実現、実行に移していくのかということも大切かと思います

ので、医療用の物資に関することの必要性も今回本編には盛り込んでいるところですので、そういった

ところも含めて対応していきたいというふうに考えております。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

 ほかにご意見がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

１ 請願・陳情審査 

 令和５年陳情第５１号 心身障害者福祉会館の不適合箇所の早急な是正を求める陳情 

○松永委員長 

 次に、予定表１、請願・陳情審査を行います。 

 令和５年陳情第５１号、心身障害者福祉会館の不適合箇所の早急な是正を求める陳情を議題に供しま

す。 

 本陳情は初めての審査でありますので、書記に朗読させます。 

〔書記朗読〕 

○松永委員長 

 朗読は終わりました。 

 それでは、本件に関しまして、理事者よりご説明願います。 

○松山障害者支援課長 

 私からは、心身障害者福祉会館の不適合箇所の早急な是正を求める陳情につきまして、現況をご説明
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いたします。 

 初めに、陳情の趣旨にあります、点検の調査結果に伴う既存不適格を含む、要是正事項への対応につ

いてです。 

 まず、既存不適格についてですが、既存不適格とは、建築時に適法でしたが、それ以降の法改正等で

法不適合になった状態を指します。既存不適格イコール違反建築物ではありませんが、定期点検の結果、

既存不適格と記載された項目について早急な改善が求められるものではありませんが、施設所管と調整

を行いながら、中長期的な施設の維持管理につなげていくものとされています。 

 区としましては、既存不適格等の項目について、課題として認識しており、利用者の安心安全を高め

るため、これまでも施設の運営状況を踏まえ、できるところから改善を進める方針の中、陳情の例示に

あります、温度ヒューズ等については今年度中に対応を完了いたします。 

 次に、エレベーターについてです。エレベーター全体の更新が必要となる場合は、エレベーターの使

用を一定期間中止しなければならないことから、利用される方に大きな影響が生じます。そのため、で

きるところから改善を進める方針の下、エレベーター全体の方針ではなく、利用される方への影響等も

考慮し、既存不適格解消に向けた工事に着手する準備を進めております。 

 今後も、定期点検の確実な実施とともに、既存不適格等の事項がある場合には、できることから着実

に改善してまいります。 

○松永委員長 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。ご質疑等がございましたらご発言願います。 

○おぎの委員 

 こちらの陳情を拝見しますと、大きく２つの要望があるなと思いまして、指摘している不適合箇所の

早急な是正を求めるという部分と、前回の陳情に対して、用地取得ということが整備を遅らせる原因だ

ということの理由を説明してくださいという２点だと思うのですが、まず、最初の部分の、不適格箇所

を幾つかこの中、指摘で挙がっておりますが、その不適格だが違法ではないということでできることか

ら改善を進めていき、今お話しいただいたヒューズの取替えは今年度で、エレベーターも使う方を中心

に考えていくということでしたが、ほかにあと、上が火災の部分で下の地震等管制運転装置とか、こう

いったのは地震のほうかなと思うのですけれども、ほかの指摘箇所で改修工事の予定というのはないの

でしょうか。 

○小林施設整備課長 

 所管のほうと調整しておりまして、今回、指摘上がっている中では、ガラスの改修工事、これにつき

ましては、今年度中に行う予定での計画を進めております。 

○おぎの委員 

 できることからということですので、進めていっていただければとは思いますが、今回、能登半島の

地震を見ましても、急に災害は起こるものですので、地震等の面で、今の状態で完全に避難ができる状

態ではあるのでしょうか。 

○松山障害者支援課長 

 委員お尋ねの耐震化でございますが、耐震診断は既に行っておりまして、以前にも申し上げたと思う

のですが、Ｉｓ値という構造耐震指標というのを測っております。要は地震力に対しての建物の強度。

それから、靱性という変形能力とか粘り強さを考慮して、建物の階数ごとに全て算出はしておりまして、
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国は、震度６から７の規模の地震に対するＩｓ値の評価につきましては０.６以上で、０.６以上あれば

倒壊または崩壊する危険性が低いとされております。本施設のＩｓ値は０.９７というところで、そち

らが最も値の小さかった階での数値となっておりますので、耐震化というのは今回の指摘事項には上

がってきておりません。 

○おぎの委員 

 あともう一つ、後半部分の「説明をしてください」の部分なのですが、用地取得が遅らせる原因とな

るという、前回自民党議員からの発言があったという内容が書かれておりますが、この用地取得は、改

築に向けて進めている検討そのものに条件を含むものであり、遅らせる原因になるというのは、これは

実際、そういった前回の本会議での発言の、自民党の発言された区議の意見なのでしょうか。それとも、

品川区としても全く同じ見解ということでしょうか。 

○松山障害者支援課長 

 仮移転先の用地についてのお尋ねでございます。用地取得以外にも、既存の用地を活用するなど用地

の確保の手法は、ほかにもございます。手法が用地の取得に限定されるものではないということで、区

としては受け止めております。 

○おぎの委員 

 そうしますと、用地確保と用地取得と、別のものであって、こちらは用地取得と書いてあるから逆に

限定しているということなのでしょうか。 

○松山障害者支援課長 

 区といたしましては、そのようにおっしゃられたように受け止めております。必ずしも手法が取得だ

けに限定されるものではないということで受け止めております。 

○おぎの委員 

 分かりました。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○鈴木委員 

 この陳情者から資料も提供されているのですけれど、この資料では、要是正という箇所が結構何か所

もありまして、屋上部分の劣化および損傷の状況、防水押さえモルタルの位置に劣化が見られるですと

か、パラペットの立ち上がり面の劣化および損傷の状況で、１階機械室、電気室の屋上の防水パラペッ

ト立ち上がり面のモルタルにひび割れが見られるですとか、そういうのがいろいろとその後も幾つ

も、１、２、３……９か所ぐらい、要是正というところに丸がつけられているのですけれど、先ほどは、

温度ヒューズは今年度中にということと、エレベーターは全体ではなく、できるところの工事に着手す

るというところではあったのですけれど、それ以外のところでも要是正というところが何か所もあるの

で、ここのところは改修される方向なのか、その点を伺いたい。 

 それと、あともう一つ、前回９月のときに、この同じような陳情出されたではないですか。そのとき

に区としては、そこを改修というか、全面改修、建て替えをするというふうな方向で、東京都とも代替

の施設を相談しながら、ここだったらば東京都としても指定してもらえるのではないかということで、

東京都とも相談をしながら、そこの区の、今のあるところで、既存の施設を活用しながらそういうふう

なところに移転して、東京都からも指定を受けられるようにという方向で、東京都と相談をしながら検

討しているところだという答弁だったと思うのですけれど、それがもう４か月過ぎて、進捗状況は何か
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進んだ部分というのがあるのかということと、それがもう少し、結構早く進むようであれば、そんな大

きな改修しなくても、そちらのほうに移行できるのかなという思いがしているのですが、それはまだス

ケジュール的には、この間のところではスケジュールはまだまだ分からないという状況だったのですけ

れど、そこのところはいつ頃だったらこういうふうになりそうだみたいな見通しはいまだつかないのか、

ついているのだったらその状況というのを教えていただけたらと思います。 

○小林施設整備課長 

 ２つの質問のうちの、前段のひび割れについては私のほうからご説明いたします。ひび割れにつきま

しては、いろいろな種類のひび割れがございまして、建物の構造的に課題があるひび割れがある場合と

か、様々ございます。現地のほうの確認させていただきましたけれど、構造体に対する支障があるひび

割れというふうには考えてございませんので、この要是正に関しましては経過観察で、その後、ひび割

れの状況を判断した上で必要な対策を取っていくという考え方でございます。 

○松山障害者支援課長 

 後段の部分についてのご質問にお答えいたします。結論を先に申し上げますと、まだ検討中でござい

ますので、特に何か具体的なものというのはございません。あくまでも東京都には指定の関係で、方法

の一つとして、それが可能なのかどうかというような事前相談をさせていただいただけなので、必ずし

も決定しているものではございません。 

○鈴木委員 

 ここの施設は、老朽化していて建て替えるというふうな方向というのは区としても出されているとい

うことなので、それはぜひもっと積極的に前に進めていただきたいということでお願いをしておきたい

と思います。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○ひがし委員 

 すごく大切なのでここ確認させていただきたいのですけれど、今回こうやって出てきている、不適合

箇所を是正してくださいということに対して、こうやって定期点検で、既存不適格ではありますが、で

きれば変えておいたほうがいいよというふうに結果として出ているというところで、その必要な箇所、

さっきのひび割れとかはまだ大丈夫だからというようなお話あったのですけれど、必要な箇所について

は、しっかりと品川区で修繕に向けて取り組んでくださるという理解でいいでしょうか。 

 もう１点が、先ほどエレベーターのところはという話があったのですけれど、そこを具体的に聞きた

いなと思っていて、その陳情を書かれた方の内容についても、エレベーターのところ幾つか細かく分け

られていて、区画不成立のところだったりとか、戸開走行保護装置のこととか、あとは遮炎性能のとこ

ろについてという３点ぐらいあるかなというふうに思うので、そこについて、これはやるとかこれはで

きないとか何かありましたら、具体的なところでエレベーターはざっくりでまとめないで教えていただ

ければなというふうに思います。 

○松山障害者支援課長 

 最初の前段のところは、既存不適合箇所の項目については、区としても課題として認識しております

ので、できるところから改善を進めるという方針は変わりませんので、修繕はしてまいります。細かな

ところの詳細につきましては、施設整備課長からお答えします。 

○小林施設整備課長 
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 エレベーターの改修につきまして、やれるところからという判断で申し上げますと、まず、全ての既

存不適格を解消するためには、全てのエレベーターを新しいものに交換しなければなりません。それに

つきましては、様々運営上の課題があるというふうには聞いております。 

 そういった観点で申し上げますと、いわゆる運営に関して支障がない範囲でまずはできることという

考えで申し上げますと、今回、資料として添付いただきました中には、２ページ目の部分、調査結果表

という、資料１の２ページ目になりますが、防火区画のところのエレベーター昇降路区画不成立、これ

についてと、その次の３ページ目になりますが、下のほう、エレベーター昇降路、乗降扉の遮煙性能な

し、これについては、来年度にも予算要求していく中で、来年度工事に向けて今、調整を進めていると

ころでございます。 

○ひがし委員 

 今２点、区画不成立のところと遮煙性能のところ聞かせていただきましたが、逆に出てこなかった、

この戸開走行保護装置のところについては、現状だと難しいという判断なのでしょうか。 

○小林施設整備課長 

 先ほど申し上げましたとおり、全ての既存の不適格を解消するためには全てのエレベーターを新しい

ものに交換しなければなりません。この部分につきましては、今回の来年度、今予定している工事の中

では対応が難しいというふうに考えてございます。 

○ひがし委員 

 承知いたしました。皆さんもおっしゃられているように、元旦に能登半島の地震が起きたりしていて、

現在お話ししていただいたところは、火災のところについては対応がしっかりできるのだなというふう

に認識しております。ただ、やはり耐震のところはいけるけれど、震災について十分ではないのかなと

いうところも見受けられるので、改築というところに、改築をするときには絶対に新しくしっかりした

ものにしてくださると思うのですけれども、改築までに時間がかかるのかなというふうに思っているの

で、どのぐらいの期間がもしエレベーター全部替えるとなるとかかるのかとか、予算のところについて

も、もし分かる範囲であれば教えていただければと思うのですが、いかがでしょうか。 

○小林施設整備課長 

 一般論で申し上げますと、このくらいの規模のエレベーターを改修するという話になりますと、いわ

ゆるエレベーターが使えなくなる期間としましては、稼働日として４５日から６０日と言われておりま

す。当然ながら、土曜日、日曜日については工事を休みますので、およそ２か月から３か月程度はエレ

ベーターが使えない状況になるかなと思います。金額につきましては、これらエレベーターにつきまし

てはオーダーメイド的なところもございますので、一概には幾らということはすぐに即答することはで

きません。 

○ひがし委員 

 改築に向けて何年ぐらいかかるのかというところと、工事するのにやはり止めるとなると利用者のこ

とも考えなければいけないのかなというのはすごくよく分かるのですが、震災が起きたときに戸が開い

たままで事故などが起きているというニュースなどを見てみると、何かしら計画を進めていっていただ

きたいなというふうに思いますので、その点については要望とさせていただきます。何かありましたら。 

○松山障害者支援課長 

 震災のときの避難経路なのですけれども、エレベーターというのはあまり想定がなくて、２階から

ちょうど階段の裏に配管の横を通っての横のスロープがございますので、そちらを使って外に避難する
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という形を今、想定しております。 

○ひがし委員 

 もちろん、災害のときにエレベーターを使うというのは、看護師として医療の現場で働いている身と

しては、そこは使わないのでそこは理解しているのですけれど、乗っている間に起きるかもしれないの

で、そのときにというところで多分、法令が変わったのではないかなというふうに私も期待しているの

で、そこについての対応というところで考えていただければいいかなというふうに思います。ありがと

うございます。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○筒井委員 

 また、確認で、先ほどご答弁あったかもしれないのですけれど、耐震性自体は問題ないということで

よろしいでしょうか。 

○小林施設整備課長 

 先ほど所管課長からお話がありました、建物の耐震性でございまして、当然ながら、先ほど答弁した

とおり、耐震制能につきましては関係法令に基づいて確保されたものでございます。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等ございましたらご発言お願いします。 

 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

 それでは、まず、令和５年陳情第５１号の取扱いについてご意見を伺いたいと思います。 

 継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。また、結論を出すのであれば、その結

論についてもご発言ください。 

 それでは、品川区議会自民党からお願いします。 

○こしば副委員長 

 結論を出すで、不採択でお願いします。 

 理由としましては、もういろいろと様々な委員が審議をされておりまして、あくまでもサービス利用

者の方のやはり利便性を図ることが大前提であると思います。そういう中で、例えば、今回のこの陳情

の中で、エレベーターの戸開走行保護装置の設置だとか、そういったところもありましたけれども、や

はりこのエレベーター自体の改修工事に約２か月間要すると。この２か月の期間によって多くのサービ

スの利用者にとって不利益を被るおそれがあるということもありまして、区役所のほうからは、課長の

ほうからは先ほどは適宜、改善をしていきたいという答弁をいただきましたので、今後の措置、取組に

期待をしていきたいと思います。 

○こんの委員 

 本日結論を出すでお願いしたいと思います。 

 それで、先ほど皆さんの、他の委員の質問で、この陳情内容に書かれている具体的なところについて

も、また、是正をするところについても、区としては計画的に進めているという、こうした答弁も分か

りましたので、そうした意味からしますと、この陳情については、区も進めているといったところでは、

この陳情については添い難いといったところで、結論を出させていただきます。 

○ひがし委員 

 結論を出すで、今回福祉会館の不適合箇所の是正については、必要な箇所について現在行政がしっか
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りと進めてくれるというふうな説明がありましたので、今回は不採択とさせていただきます。 

 ただ、しっかり改善がされているのかというところについては、引き続き注視をしていきたいという

ふうに思うのと、現在の利用者様の利便性というところはもちろんなのですけれども、一番大切なのは

安全の部分だと思っております。そのため、戸開走行保護装置等の設置については、いつ起こるか分か

らない災害に備えて、一刻も早く、災害が起こったときに安全が確保できるような整備を進めていただ

くように、そちらについては求めさせていただきます。 

○鈴木委員 

 結論を出すということで、採択でお願いしたいと思います。 

 こういう形で出していただいて、要是正というふうなところがかなり改善の方向が出されてよかった

なと思っています。しかし、エレベーターのところでは、二、三か月止めなければならないということ

なので、全面的に改修するというようなことはなかなか難しいというところで、そういうことで言えば、

この陳情者もずっと求めていますけれど、身障者会館を早くに改築をしていただきたいと。東京都の話

合いも、それから、既存の場所、それから用地取得も含めてかもしれないのですけれど、そういうとこ

ろを早くに探して、そして具体的に積極的にそれを前に進めていただきたいという思いを込めまして、

採択でお願いしたいと思います。 

○筒井委員 

 本日結論を出すで、不採択でお願いします。 

 ご答弁あったとおり、既存不適格の箇所はやれるところはやるということですし、また、建物自体の

耐震性も問題ないということから、不採択でお願いします。 

 一方、なるべくその既存不適格の箇所は早期に是正していっていただきたいということと、将来的な

改築をぜひ早期に進めていっていただきたいと思います。 

○おぎの委員 

 本日結論を出すでお願いします。 

 今、お話を聞きまして、既存不適格の部分もできるところから、真剣に予定してやっていただけると

いうことですので、そちらのほうはぜひ進めていただきたいと思います。 

 あと、正月に起きた能登半島の地震等考えましても、まさかの災害ということはふだんから備えるこ

とが重要だと思いますので、やはり特に自力で避難が難しい病院や高齢者施設、障害者施設等は、やは

り十分な対策、災害対策が必要だなと思われます。 

 現状で不適合と指摘されている部分は、今お話いただいたように早急に改善のほう検討していただい

て、また、建て替えに関しても併せて真剣に取り組んでいただきたいと思いますので、趣旨採択でお願

いします。 

○やなぎさわ委員 

 本日結論を出すで、採択にさせていただきますけれども、お話伺っていて、前回の陳情出されたとき

に比べて、やはり是正箇所に、来年度、予算の要望をしているなど、取組をしていただいているのは非

常によく分かって、恐らく、前回のときと違って、他の委員も、区として進んでいるということを非常

に感じているような雰囲気が出ていると思います。私もそうだと思います。 

 ただ、やはり、改善に向けた取組、建て替えとかそういったのをさらに前に進めていただきたいなと。

やはり能登半島の地震もありましたし、というところで、区の取組は十分評価しつつも、それを進める

という意味で、採択ということにさせていただきます。 
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○松永委員長 

 それでは、本陳情につきましては、結論を出すとのご意見でまとまったようでございますので、その

ような取扱いでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○松永委員長 

 採択と趣旨採択と不採択ということで、３つに意見は分かれておりまして、おぎの委員は趣旨採択と

いうことで、こちらはどのような形にされますでしょうか。 

○鈴木委員 

 おぎの委員のほうが趣旨採択でなければということであれば、私としても趣旨採択でも結構です。 

○松永委員長 

 それでは、先ほどそれぞれのご意見を伺いましたので、本陳情につきましては、挙手により採決を行

います。 

 それでは、令和５年陳情第５１号、心身障害者福祉会館の不適合箇所の早急な是正を求める陳情を採

決いたします。 

 本件を趣旨採択とすることに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○松永委員長 

 賛成者少数でございます。よって、本件は不採択と決定いたしました。 

 以上で請願・陳情審査を終了いたします。 

                                              

３ 所管事務調査 

 障害者福祉について 

○松永委員長 

 次に、予定表３の所管事務調査を議題に供します。 

 本日は、７月４日の委員会において決定しました、所管事務調査、障害者福祉についてを調査項目と

します。 

 それでは、本件につきまして、理事者より説明願います。 

○松山障害者支援課長 

 私から、障害者福祉の中で、障害者就労支援につきましてご説明いたします。 

 資料をご覧ください。左側の１です。区の支援策の方向性についてです。働く意欲がある障害者の方

が、個性と能力を十分に発揮することができるよう、多様な就労機会の確保や就労支援の充実を図ると

ともに、就労が継続できるよう支援してまいります。２点目です。また、福祉的就労の希望者に、就労

先確保のために就労継続支援事業所を整備するなど、福祉的就労の充実を図ってまいります。 

 ２の就労に関わる障害福祉サービス等についてでございます。主なものを４つ挙げさせていただきま

した。（１）品川区障害者就労支援センター「げんき品川」です。こちらは、区市町村の障害者就労支

援事業ということになっております。一般就労の機会の拡大と就労継続のために、コーディネーター５

人の方を配置しております。就労面と生活面の支援を一体的に提供しております。令和４年度の実績に

ついてです。障害者の方からの相談件数は１,０９７件、企業の方からは２２６件、企業に就職された

方は１０人でございました。 
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 （２）は、障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスでございます。そちらは主なものが４

つございます。 

 まず、就労移行支援です。対象者は、企業等への就労を希望する方です。支援内容です。一定期間、

原則は２年間となっておりますが、生産活動を通して一般就労に必要な知識、能力の向上のために必要

な訓練を提供いたします。令和４年の実績です。月間利用者数１２８人、利用日数が２,２８７日、本

年１月の事業所数は１２事業所でございます。 

 就労継続支援Ａ型です。対象者の方です。就労移行を利用されたのですが、企業等の雇用に結びつか

なかった方などでございます。支援内容です。雇用契約に基づく就労機会を提供し、一般就労に必要な

知識、能力の向上を図る支援を実施しております。令和４年度の実績です。月間利用者数は６５人、利

用日数は１,２０６日、事業所数は２事業所でございました。 

 就労継続支援Ｂ型です。対象者でございます。こちらは、就労経験があり、年齢や体力面で企業の雇

用が困難となった方、また、雇用契約ではなく福祉的就労を希望される方などです。支援内容です。就

労や生産活動の機会を提供するとともに、知識、能力の向上・維持を図る支援を行っております。令

和４年度の実績です。月間の利用者数が３７８人、利用日数が６,１２４日、事業所数は１４事業所で

ございます。 

 就労定着支援です。対象者は、就労移行支援という、表の中の一番上の就労移行支援を経て一般企業

に一般就労したのですが、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じた方などが対象になっていま

す。支援内容です。企業や関係機関との連絡調整、課題に向けて必要な支援を実施しています。利用期

間は最長３年でございます。令和４年度の実績です。月間利用者数５９人、事業所数、７事業所です。 

 （３）福祉ショップ「テルベ」運営委託でございます。イトーヨーカドーのご協力によりまして、就

労継続支援事業所等で製作した製品を販売する福祉ショップを開設し、販売を促進しております。令

和４年度の実績、販売点数は９,５００点、売上実績は３１９万円余でした。 

 （４）障害者福祉施設等からの調達でございます。障害者優先調達法に基づきまして、区が就労施設

等から物品等の調達を行っております。令和４年度の実績は、飲料などの物品が１９６件、金額が 

１億２,８６９万円余、清掃等の役務が１６９件、金額が２億２,２１９万円余です。物品や役務のカタ

ログを作成いたしまして、ホームページ等でＰＲしているところでございます。 

 右上の就労に関わるニーズについてでございます。こちらは、品川区障害者計画策定のための基礎調

査の報告書からの抜粋でございます。調査対象者は在宅の障害者の方です。主な質問および回答を基礎

調査から抜粋してございます。 

 まず、質問１、就労状況についてです。一番多かった回答が「以前は働いていたが、現在は働いてい

ない」３７.２％でした。次に、正社員として働いている方が１６.２％、アルバイトで働いている方

が１２.３％と続いております。 

 質問２、今後の就労意向についてでございます。この質問については、働いていないと回答した方に

お伺いをしています。一番多かった回答は「働きたいとは思わない」が４２.５％、次に、正社員とし

て働きたい方が９.５％、アルバイトで働きたい方が９.２％と続いております。 

 質問３、障害のある人が働くために必要なことについてです。一番多かった回答が「自分に合った仕

事を見つける支援」４６.８％、次に「障害に応じた柔軟な勤務体系」４２.８％、「職場の障害理解の

促進」４０.５％と続いております。 

 続いて、４の今後の取り組みについてです。 
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 （１）区の成果目標です。こちらは、第７期品川区障害福祉計画（素案）に掲げておりまして、国か

ら目標項目や目標割合が示されているものでございます。目標項目は４つあります。福祉施設から一般

就労への移行者数です。令和３年度末は６０人でしたが、令和８年度末には１.２８倍の７７人にいた

します。２点目、就労移行支援事業所から一般就労への移行者の割合です。令和３年度末は４割以上で

したが、令和８年度末には５割以上にいたします。３点目です。就労定着支援事業の利用者数です。令

和３年度は５５人でしたが、令和８年度末には１.４１倍の７６人にいたします。最後に、就労定着支

援事業所の就労定着率７割以上の割合です。就労定着支援というサービスが平成３０年度から開始され

たものであるため、令和３年度末までの数字としては出ておりませんが、令和８年度末には２割５分以

上にするという目標を掲げてございます。 

 （２）超短時間就労促進事業についてです。長時間の就労が難しい障害者の方へ、超短時間就労の機

会を提供するものでございます。今年度は準備段階としまして、東京大学先端科学技術研究センターや、

資料の左中段の２の（１）の障害者就労支援センターと連携し、事業理解に向けた就労関係機関の研修

を実施しております。また、その下の、企業へアプローチを始めました。それぞれの企業の実際に超短

時間就労に適した業務の切り出しを今行っているところです。その業務を切り出して、その業務に合っ

た障害者の方をマッチングするという支援を行ってまいりました。このたび、超短時間雇用の事例がで

きましたので、１月２９日は超短時間雇用シンポジウムを開催する運びとなりました。厚生委員会の皆

様におかれましては、既にご案内を差し上げましたが、ぜひご参加いただきますようよろしくお願いい

たします。オンラインでも開催をしております。今後ですが、就労支援センター「げんき品川」を中心

に地域自立支援協議会、就労支援部会と連携し、本格的に実施をしてまいります。 

 それから（３）です。コロナの関係でイベントがなくなり、就労支援施設の自主製品の売上げが少し

減少するということが出てしまったことから、自主製品の販売会情報をＰＲし、売上・工賃アップにつ

なげてまいります。 

 （４）です。雇用施策と連携事業を活用し、自営や企業で働く重度障害者の就労を支援してまいりま

す。これまで自立支援協議会就労支援部会におきましても、各事業所から課題として出されております。

例えば、在宅テレワークが増えているのでテレワークの支援、それから、視覚障害者の方の同行援護に、

通勤、営業活動など、経済活動に関わる外出については対象外となっていたことも課題として認識して

おりますので、今後、区としまして、雇用施策との連携を活用し、自営や企業で働く重度障害者の就労

を支援してまいります。 

○松永委員長 

 会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後５時３０分休憩 

 

○午後５時４０分再開 

○松永委員長 

 それでは、厚生委員会を再開いたします。 

 予定表３の所管事務調査の説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑、ご意見がございましたらご発言願います。 

○鈴木委員 

 この左側にある枠の中の就労Ｂなのですけれど、数字なのですが、３７８人で、多分区外に行ってい
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る方もいらっしゃると思うのですけれど、区外に行かれている方が何人ぐらいいらっしゃるのかという

ことと、事業所１４事業所というのは、区内の事業所なのかという、ここのところも教えていただきた

いと思います。 

 あと、工賃がＢ型の場合は平均でどれぐらいなのかというのも教えていただけたらと思います。 

 それからあと、障害者の法定雇用率なのですけれど、今度、２０２６年度には２.７％ということで、

少し上がってくると思うのですが、区としての法定雇用率が、たしかそこまで行っていなかったと思う

のですけれど、改めて、品川区の雇用率がどれくらいになっていて、２.７％に向けてどういうふうに

取組を進めていこうとしているのか、そのことについても伺いたいと思います。 

 結構、障害者団体の皆さんから、やはり品川区が自ら障害者雇用というところでは、こういう形で仕

事がつくり出せるよというふうなところをやってほしいというような要望は受けていまして、各障害者

種別に障害者の雇用を広げていただきたいということがあると思うのですけれど、その点についての考

え方もお願いしたいと思います。 

 それから３つ目なのですけれど、同行援護も、これ、地域支援のほうで同行援護も就労で使えるよう

にするという方向で区としては検討されているのか、これもずっと要望が上げられていて、就労でも使

えるようにしてほしいということは、区独自に判断してできることだと思うので、ぜひそうしていただ

きたいということは申し上げてきたところですけれど、そういう方向で区として検討されているという

ことなのか、その３点伺いたいと思います。 

○松山障害者支援課長 

 まず、就労継続支援Ｂ型の利用者数に区内・区外の分けということのご質問です。詳細な数字が手元

にないので、これは区内外全体ということになります。 

 それから、事業所につきましては、区内の事業所の数となっております。 

 それから、２つ目、平均工賃ですけれども、Ｂ型も、様々な事業によって、１万５,０００円から、

Ｂ型の事業によってはもっと高いところもございます。２万円とか、３万円、それから、もう少し高い

ところも５万円ぐらい以上もいくところもありますので、それはその事業によって異なります。 

 それから、区全体の雇用率になりますとやはり人事課所管のことになりますので、私どもが全て把握

しているわけではないのです。ただ、人事課のほうも業務支援室を開設しまして、障害者の方も自ら区

としても雇用を進めるという姿勢を示していますし、また、超短時間就労支援事業につきましても、区

として今、どうやって進めるかというのも人事課所管と私どもで話はしておりますので、皆さんの団体

からのお声もあり、自ら区として障害者の方を雇用していこうということで、実際取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 それから、同行援護のサービスにつきましては、詳細につきましては、ただいま検討しています。何

とか可能な限りお応えができるような形で検討しているところでございます。 

○鈴木委員 

 同行援護がそういう方向で進みそうだというのは本当にぜひよろしくお願いしたいと思います。よ

かったなと思います。 

 それから、法定雇用率なのですけれど、人事課がということなのですが、障害者支援課のほうでも、

ぜひこれは把握はしていただきたいなというふうに思います。 

 それと、社会福祉法人に区としても様々、指定管理などで委託をしていますので、社会福祉法人も区

と同じように、より障害者のことを理解しているだけに、事業所だけに、そういう社会福祉法人として
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も法定雇用率を上げていくというか、障害者の雇用率を上げていくというふうなところで取り組んでい

ただきたいなと思っているのですけれど、社会福祉法人の法定雇用率もそれぞれというところで区とし

ては把握はされていないですよね。そういうふうなところも把握もしていただきながら、社会福祉法人

のほうとしても積極的に障害者雇用を進めていただきたいということで、仕事をつくり出す、そういう

視点で取り組んでいただくようにということで働きかけていただきたいということで、時間も押してい

ますので、要望させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○ひがし委員 

 幾つか確認させてください。この紙の、今後の取り組みについてのところの、目標、令和８年度とい

うことで出ているのですけれど、その前のところが現状令和３年になっているのですが、これは１年ご

とでもし把握しているものがあれば、最新の情報とかがあれば聞きたいなというところが１点。 

 それと、その就労移行の支援などを受ける事業所に視察も行かせていただいたことがあるのですが、

結構手続のところに時間がかかるのだというような話を聞かせていただいたのですが、窓口にそういう

事業所を利用したいとなったときに、ステップとしては、就労移行事業所にまず、問合せして事業所に

見学に行って、その後、内容とかを見て事業所を決定した後に、障害福祉サービスの受給者証を各自治

体の窓口に申請手続して、それが自宅に届いてから事業所と契約というふうな流れだと思うのですが、

この手続は大体どのぐらいかかっているのかなというところ、何か聞くところによると、１か月から２

か月ぐらいかかるというような話を聞いたのですが、ここのところの短縮とかで何か方法はないのかな

と思うのですが、いかがでしょうか。現状を教えてください。 

○松山障害者支援課長 

 １つは、区の成果目標の実績で、直近の実績があるかどうかというところですけれども、この数値は、

今まだパブリックコメントをいただいている素案の数値ですので、その前の令和４年の３月末時点が一

番の直近になるのですけれども、一般就労移行者数が５３人です。就労定着支援事業の利用割合

が３６％。それから就労定着率、前の時点の数字なので８０％以上の事業者の割合という項目になって

いますけれども、前年度の計画についてはこのような項目になっていますが、令和４年度について

は７１％ということで、今回素案で出ている項目、就労定着支援事業所の就労定着率の７割以上の割合

というのは、新たに国から基本指針で示されて、全計画に追加になったものですので、こちらのほうは

数字的にはまだ新しいものですので、こちらのほうはまだ記載がされていないものになります。 

 それから、就労移行支援事業所への手続の期間ということですか。私どもに上がってくるのは、申請

して受給者証という、ご利用いただけるものを出せるのが、できるだけ早くしているのですが最長で１

か月ぐらいだと思います。その前に、就労移行支援事業所とかで、国から就労アセスメントを取るよう

にということが出てきているので、もしかしたらそこの期間がプラスされているようにはお見受けしま

すが、区としてはできるだけ早く、やはりご利用いただきたいので、なるべく働ける機会というか働き

たいという意欲を持っている方のモチベーションが続けられるように、できるだけ早く受給者証の発行

に努めているところでございます。 

○ひがし委員 

 やはり、働きたいと思ってから期間が空いてしまうと、活動、お休みの時間が長くなってしまうと、

移行するときとかにこういう弊害になってしまうのではないかなというところを懸念していまして、で
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きるところの手続というところ、早くやってくださっていると思うのですけれど、やはり手順をしっか

り踏まなければいけないというところで、その期間かかってしまうのはしようがないなというふうに思

うのです。 

 例えば、医療の電話とかだと、退院する前にアセスメントを電話とかで聞いたりとか、現場に来て聞

いて、その人が大体どのぐらいの認定なのかなみたいな感じで見込みの確認を取ってから、利用は退院

してからすぐにはできるけれど、遡って料金を請求したりとか、まだ認定証は届いていないけれど、こ

のぐらいの介護認定を取れそうだからこの利用ができるよねといってお金を後から逆算して請求したり

とか、逆にサービスを先に利用できたりということがあると思うのですけれど、こういう移行支援のと

ころもそういうふうな利用ができると、手続にかかるのは１か月だけれども、例えば事業所に行って体

験、通い始めたところから利用のところの開始日というところに遡って料金を支払ったりとか利用がで

きるようになると、そこのタイムラグというのがないのかなというふうに思うのですけれど、そういう

対応ができないのか、また、もしできないとしたらどういう課題があるのか教えていただければと思い

ます。 

○松山障害者支援課長 

 委員おっしゃる課題についてでございます。地域自立支援協議会等で就労支援部会というのがござい

まして、就労関係の事業所は集まって、現状ですとか改善するような課題というのを区と一緒に話すの

ですけれども、こちらのほうで現実的に、一体何に時間がかかってどこで短縮できるのかというのを具

体的に詰めていきたいと思っております。 

○ひがし委員 

 ぜひ、そういう事業者のお声聴きながら、もう既にそういうような利用をしているようなサービスと

かというのがあると思うので、こういう移行支援のところでもそういう手続の取り方ができると、事業

者の負担だったりとか、さらにその利用する方々も、利用したいと思ってすぐに始められるというよう

なところで、移行支援のところに利点も多いかなと思いますので、ぜひそこは前向きに検討していただ

きたいと思います。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

○こんの委員 

 障害者の方のお仕事をどう確保するかというか、そうした観点を少し聞きたいのですけれども、方向

性というところにもうたってありますが、多様な就労機会の確保、それから就労支援の充実といったと

ころがあるわけですが、具体に、例えば就労Ｂのところで先ほども質問がありましたが、事業によって

工賃が違うといったところで、去年ですか、西大井のふれあい作業所のほうにも少し現場を見せていた

だいたりとかしながら、そこでいろいろなお仕事をされていると思うのですが、このアンケートの中に

も特性に合った多様な仕事を望んでいるところ、ここのご苦労は、現場を見て、どんなお仕事を確保す

るのがいいのかというのは非常に難しいとは思うのですが、そこら辺どんなふうにお仕事を、営業して

お仕事を取ってくるというか受注をするかという、その辺の現状をまず、教えていただけますでしょう

か。 

○松山障害者支援課長 

 委員お尋ねの、例えば就労継続支援Ｂ型についての仕事の確保策というものでございます。事業者も

かなり努力をして、あちこちに営業をかけるというのを実際やっています。私たちも様々な、もしお仕
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事があればご紹介はするのですが、なかなかそこのマッチングというのが非常にご苦労されているとこ

ろです。 

 それで、なかなかお仕事、その個人個人の特性というのがかなり異なるものですから、この方にはこ

ういうお仕事あるけれど、この方には合わないといったような形になりますので、実際には本当に生活

支援が必要な方も就労継続支援Ｂ型にはいらっしゃいますので、その生活支援をしながらお仕事の確保

をするというような形で現場のほうは非常に、どうやったらうまくできるかというのを検討され、先ほ

どお話しした地域自立支援協議会の就労支援部会でも、事業者から生の声が出てきております。 

 あと一つ、今回１月２９日にある超短時間雇用シンポジウムのところでは、本当に業務の切り出しと

いうのが非常にポイントが多くなってきておりまして、例えば具体的に言えば、本当に少し、１５分単

位のお仕事、それ以外にはお仕事をしないというもの、はっきりとした業務の明確化をして、その業務

に合った人をマッチングするというようなことを現在目指しておりますので、また、テレワーク等、在

宅就労に関わるテレワークというのも、就労移行支援事業所では実は、テレワークに対する訓練という

のをオンラインで実施しているところも、事業者もありますので、かなり多様な働き方について、柔軟

にどの事業所も考えているというのは、非常に前向きに考えております。 

 区としても、どういうようなお仕事があるのか、区内外に積極的に働きかけて、私たちも企業に実は

出向いて、超短時間雇用の説明ですとか事業周知というのに、今まさに取り組んでいるところでござい

ます。 

○こんの委員 

 現状分かりました。ありがとうございます。この１月２９日のシンポジウムでも、ぜひ参加させてい

ただいて、その取組なども、私も勉強していきたいというふうに思います。 

 それでもう一つが、福祉ショップ「テルベ」です。これイトーヨーカドーから協力を得てというとこ

ろですが、非常にこの数字を、実績を見させていただいて、ほかにもこういった協力を得られるところ

はないのでしょうかと、広げられないのかなという、そんなところはどんなふうに考えていらっしゃる

のかといったところ。 

 あと、今、パン屋さんを、プチレーブ、やっていらっしゃると思いますけれども、こうした、いわゆ

るこれは、例えば、今度新庁舎を建てたときに、その中に障害者の方のそうしたショップなども考えら

れると思うのですが、その辺はどんなふうにお考えでしょうか。 

○松山障害者支援課長 

 まず、１点目の福祉ショップ「テルベ」についてでございます。確かにイトーヨーカドーの協力に

よって非常に、そのコーナーを設けて、皆さんが実製品を作ったものを見ていただいて買っていただく

という機会というのはすごく貴重なのです。なので、実は自立支援協議会の就労支援部会でももう少し、

どこか場所がないかとか、そういったような声は出てきております。どうしても「テルベ」がイトー

ヨーカドーの６階にありまして、なかなか人の流れが６階までというのは少し難しいので、何か別な場

所で、別な所でできないかというのも実はございます。 

 このほかに、こちらには記載していなかったのですけれども、臨海斎場のほうにショップがございま

して、あちらのほうにも障害者の方の作った製品を置かせていただいております。ただし、いらっしゃ

る方が、臨海斎場ですと限定されてしまいますので、どこかほかのスペースがあればということで、今

後検討していきたいと考えております。 

 それから、２点目の障害者の方の就労、プチレーブ等も例に出していただきますけれども、この新庁
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舎の中でということで、今、新庁舎整備のほうもいろいろ検討を進めているところでございます。私ど

もも協力させていただいたり、区内ですとか区内外のそういったような、障害者の方が働くようなカ

フェですとか、そういったような就労の場所をご紹介して、新庁舎整備課のほうの職員に見に行っても

らったり、いろいろ見聞を広げてもらっている最中でございます。 

○こんの委員 

 「テルベ」がイトーヨーカドーのご協力といったところで他のところもというお声もあるということ

なので、ぜひここのところも広げていかれればなといったところの、一つの案ですが、きゅりあんが

入っている、企業名を出すとあれなのですけれどヤマダ電機とか、いわゆるきゅりあんの建物で、ああ

したところの一角なども考えられるのかなとも、駅の近くですし、いろいろな方が利用される量販店な

ので、そうしたところのご協力もあるのかなと考えるところです。また、新庁舎のところでは、そのよ

うに進めてくださっているということですので、ぜひお願いしたいというふうに思います。何かござい

ましたら。 

○松山障害者支援課長 

 委員ご提案の様々な区内の場所もございますし、なかなか就労支援部会の中でも、様々に事業者から

の声を聞いて、皆さんで協力して、どこか区内の、実製品の物を皆さんにより見ていただいて、販売が

できるようなスペースがあるかどうか、そこを一緒にみんなで探していきたいと思っております。あり

がとうございます。 

○松永委員長 

 ほかにご質疑等がございましたらご発言願います。 

 ほかにご発言がないようですので、所管事務調査を終了いたします。 

                                              

４ 行政視察報告書について 

○松永委員長 

 次に、予定表４、行政視察報告書についてを議題に供します。 

 既にお手元に配付しておりますが、１１月７日の委員会閉会後に行われました報告会の記録を基に報

告書を調製させていただきました。このような形で議長に報告いたしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○松永委員長 

 ありがとうございました。それでは、この内容で議長に報告させていただきます。 

 以上で本件を終了いたします。 

                                              

５ その他 

○松永委員長 

 次に、予定表５、その他を議題に供します。 

 その他で何かございますでしょうか。 

○川崎障害者施策推進課長 

 私からは、品川区立知的障害者グループホーム（出石つばさの家）の開設についてご説明いたします。

資料をご覧ください。 
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 障害のある方が住み慣れた地域で安心して生活できるように、障害者の地域生活支援拠点等の機能を

担う知的障害者グループホームを令和６年４月１日に開設いたします。 

 １番、施設の概要です。名称が品川区立出石つばさの家。所在地は西大井三丁目１１番１９号。敷地

面積、延床面積は記載のとおりです。構造は地上２階建てで鉄骨造です。 

 ２つ目、事業内容です。まず、（１）の共同生活援助、これは介護サービス包括型のグループホーム

として定員が１６名です。２つ目に短期入所として、利用定員は２名です。 

 ３番、運営事業者は、社会福祉法人長岡福祉協会です。 

 ４番、今後の予定です。１月末に障害者グループホームの工事が完了しまして、４月１日開設予定で

準備を進めております。 

○松永委員長 

 説明が終わりました。本件に関しまして、ご確認等がございましたらご発言願います。 

○おぎの委員 

 １点だけお聞きします。募集等はもう始まっていらっしゃるのでしょうか。今後のこういった対象に

なる方の流れ等を教えていただければと思います。 

○松山障害者支援課長 

 今お尋ねの、募集の受付期間でございます。１月１７日から２月２９日までということになっており

まして、２月２９日の５時までに区役所に必着ということになっております。 

○おぎの委員 

 周知はどのような感じでされているのでしょうか。 

○松山障害者支援課長 

 広報しながわ、ホームページ等でもございますし、ご案内は障害者支援課のほかに、相談支援事業所

にも全て配布しておりますので、区民の方におかれましては、相談支援事業所を利用されている方につ

きましては、おなじみの相談支援事業所に行っていただいてご案内がございます。また、相談支援事業

所を使っていないという方に関しましては、区の障害者支援課のほうにお越しいただければ、ご案内を

お渡しいたします。 

○松永委員長 

 ほかにご確認等がございましたらご発言願います。 

 以上で終了いたします。 

 その他で何かございますでしょうか。 

○川原高齢者地域支援課長 

 それでは、私より、品川区北品川高齢者多世代交流支援施設（北品川ゆうゆうプラザ）の開設につい

てご説明いたします。恐れ入れます、お手持ちの資料をご覧ください。 

 北品川シルバーセンター跡地に開設されます、北品川ゆうゆうプラザでございますが、令和６年４

月１日に開設となる予定でございます。 

 １、施設概要でございます。名称は記載のとおりでございます。所在地は北品川一丁目２９番１２号。

近隣の区民の皆様には工事に際し、多大なるご理解とご協力をいただきました。開館時間は平日、土曜

日は午前９時から午後９時半まで、日曜・祝日は午後５時まで開館をいたします。敷地および延床面積、

構造については記載のとおりでございます。 

 ２、事業内容は、各種事業の実施や、施設の貸出しでございます。 
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 ３、事業者については、社会福祉法人奉優会、理事長は香取寛でございます。 

 ４、今後の予定でございます。２月末に新築工事が竣工、４月１日が開設でございます。 

 なお、別途厚生委員の皆様には３月に開催をいたします落成式、内覧会のご案内を、こちらの報告後

以降、来月の早々に入りましたらご通知を差し上げる予定でございますので、何卒よろしくお願いいた

します。 

○松永委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご確認等がございましたらご発言願います。 

 ないということで、以上で終了いたします。 

 その他でほかにございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○松永委員長 

 以上でその他を終了いたします。 

 以上で本日の予定は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、厚生委員会を閉会いたします。 

○午後６時０８分閉会 


